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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の遊技部品を含む遊技部材が支持部材に対して着脱可能に構成されるとともに、前
記遊技部品が前記支持部材に対して開閉可能に構成された遊技機であって、
　前記遊技部材の少なくとも一端部には、
　前記支持部材に取り付けられる取付部を有し、前記支持部材に対する前記遊技部品の開
閉と同一の態様で開閉可能に設けられるとともに、前記遊技部品に対して閉鎖状態より開
放状態とした場合に前記遊技部品の後方に突出した状態とされる取付部品が設けられ、
　前記遊技部材は、前記遊技部品に対して前記取付部品を閉鎖状態から開放状態とするこ
とによって起立し易く構成されている、ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記支持部材に対して遊技部品を施錠し、所定の開錠操作によって開放可能な状態とす
る施錠手段と、
　前記遊技部品に対して前記取付部品を開放方向に付勢する付勢手段と、
　該付勢手段によって開放方向に付勢されると共に前記閉鎖状態とされた前記取付部品を
前記閉鎖状態に維持し、前記所定の開錠操作が行なわれた場合に前記閉鎖状態を解除可能
な閉鎖手段とを備え、
　前記付勢手段は、前記所定の開錠操作によって前記取付部品に対して前記遊技部品を開
放する付勢力を生じさせる、ことを特徴とする請求項１の遊技機。
【請求項３】
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　所定の遊技部品を含む遊技部材が支持部材に対して着脱可能に構成されるとともに、前
記遊技部品が前記支持部材に対して開閉可能に構成された遊技機であって、
　前記遊技部材の少なくとも一端部には、
　前記支持部材に取り付けられる取付部を有し、前記支持部材に対する前記遊技部品の開
閉と同一の態様で開閉可能に設けられるとともに、前記遊技部品に対して閉鎖状態より開
放状態とした場合に前記遊技部品の後方に突出した状態とされる取付部品が２箇所設けら
れ、前記遊技部材は、前記遊技部品に対して前記２箇所の何れかの取付部品を閉鎖状態か
ら開放状態とすることによって起立し易く構成されている、ことを特徴とする遊技機。
【請求項４】
　前記支持部材に対して前記遊技部品を施錠し、又は解錠操作によって開放すると同時に
、前記取付部品も開放状態又は閉鎖状態にする施錠手段を備えた、ことを特徴とする請求
項３の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機、例えばパチンコ機を構成する遊技機主部をその外枠などに容易に取
り付けることができる遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機、例えばパチンコ機は、遊技場に取り付ける際に釘が打ち込まれるために一部が
木製で構成された外枠を備えている。パチンコ機の入れ替え時には、遊技場のパチンコ島
内を構成する個々の取付枠に外枠を嵌め込む。そして、取付枠に対して外枠の上部の内面
から上方に向けて釘を数本上部枠板に打ち込み、同様に外枠の下部の内面から下方に向け
て釘を数本下部枠板に打ち込んで、外枠をパチンコ島の取付枠に固定する。その後に、外
枠に対して、遊技機の本体部分となる遊技機主部を取り付けると、遊技機主部が外枠に対
して前方に開閉可能な状態で取り付けられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１５３０４５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、このような遊技機において入れ替えや点検に際して、外枠から遊技機主部を取
り外した状態とすることがあるものの、遊技機主部単体では自立させることが困難である
という問題点があった。
【０００５】
　本発明は、上述した問題点等を解決するために創案されたものである。すなわち、本発
明の目的は、遊技機主部が外枠から取り外された状態で起立し易く構成された遊技機を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、所定の遊技部品を含む遊技部材が支持部材に対して着脱可能に構成されると
ともに、前記遊技部品が前記支持部材に対して開閉可能に構成された遊技機であって、前
記遊技部材の少なくとも一端部には、前記支持部材に取り付けられる取付部を有し、前記
支持部材に対する前記遊技部品の開閉と同一の態様で開閉可能に設けられるとともに、前
記遊技部品に対して閉鎖状態より開放状態とした場合に前記遊技部品の後方に突出した状
態とされる取付部品が設けられ、前記遊技部材は、前記遊技部品に対して前記取付部品を
閉鎖状態から開放状態とすることによって起立し易く構成されている、ことを特徴とする
。
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【０００７】
　例えば、前記支持部材に対して遊技部品を施錠し、所定の開錠操作によって開放可能な
状態とする施錠手段と、前記遊技部品に対して前記取付部品を開放方向に付勢する付勢手
段と、該付勢手段によって開放方向に付勢されると共に前記閉鎖状態とされた前記取付部
品を前記閉鎖状態に維持し、前記所定の開錠操作が行なわれた場合に前記閉鎖状態を解除
可能な閉鎖手段とを備え、前記付勢手段は、前記所定の開錠操作によって前記取付部品に
対して前記遊技部品を開放する付勢力を生じさせる構成である。
【発明の効果】
【０００８】
　上記構成の発明では、遊技部材が支持部材から取り外された状態で起立し易くなる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施の形態におけるパチンコ機を示す斜視図である。
【図２】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図３】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図４】パチンコ機の構成を示す背面図である.
【図５】遊技機ベースユニットの構成を示す正面図である。
【図６】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図７】遊技機ベースユニットの構成を示す背面図である。
【図８】遊技機前面ユニットの構成を示す背面図である。
【図９】裏パックユニットの構成を示す正面図である。
【図１０】裏パックユニットの構成を示す分解斜視図である。
【図１１】実施例１の展開自在になるヒンジ部材を備えた遊技機主部を示す斜視図である
。
【図１２】実施例１の係合金具が設けられた外枠を示す斜視図である。
【図１３】外枠の係合金具に設けられた嵌合ピンを示す縦断面図であり、（ａ）はヒンジ
部材を嵌合ピンに嵌合させる前の状態、（ｂ）は嵌合させる途中の状態、（ｃ）は嵌合さ
せた状態である。
【図１４】実施例１の展開自在になるヒンジ部材を備えた遊技機主部を、外枠に嵌合させ
た状態を示す斜視図である。
【図１５】実施例１のヒンジ部材に設けられた回動弾性部材を示す拡大斜視図である。
【図１６】実施例１の施錠装置がヒンジ部材の展開を阻止している状態を示す拡大斜視図
である。
【図１７】上側支持金具（ヒンジ板）と係合金具を備えた外枠に、上側支持金具（ヒンジ
受け金具）とヒンジ部材を備えた遊技機主部を、掛け止める状態を示す分解斜視図である
。
【図１８】着脱容易なヒンジ受け具に掛け止める外枠側のヒンジ板を示す拡大斜視図であ
る。
【図１９】着脱容易なヒンジ受け金具の上方からの状態を示す拡大斜視図である。
【図２０】軸部材にヒンジ受け金具を掛け止める状態を示す拡大平面図であり、（ａ）は
軸部材にヒンジ受け金具を掛け止める状態、（ｂ）は掛け止める途中の状態、（ｃ）は掛
け止めた状態である。
【図２１】遊技機主部を外枠に取り付ける状態を示す斜視図である。
【図２２】遊技機主部を外枠に取り付ける状態を示す斜視断面図であり、（ａ）はヒンジ
部材を係合金具に取り付ける前の状態、（ｂ）は取り付ける途中の状態、（ｃ）は取り付
けた状態である。
【図２３】遊技機主部を外枠に取り付ける状態を示す縦断面図であり、（ａ）はヒンジ部
材を嵌合ピンに取り付ける前の状態、（ｂ）は嵌合させる途中の状態、（ｃ）は取り付け
た状態である。
【図２４】実施例２の略Ｌ字形状の取付部材を構成するＬ字状枠部材と外枠を示す分解斜
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視図である。
【図２５】上側ヒンジ部材と上側ヒンジ受け部を示す斜視図であり、（ａ）は外枠の上側
ヒンジ受け部に上側ヒンジ部材が嵌合する前の状態、（ｂ）は上側ヒンジ受け部に上側ヒ
ンジ部材が嵌合している状態、（ｃ）は上側ヒンジ受け部に上側ヒンジ部材が嵌合した状
態である。
【図２６】上側ヒンジ受け部に上側ヒンジ部材が嵌合する途中の状態を示し、（ａ）は一
部切断した斜視図、（ｂ）は側断面図である。
【図２７】上側ヒンジ受け部に上側ヒンジ部材が嵌合した状態を示し、（ａ）は一部切断
した斜視図、（ｂ）は側断面図である。
【図２８】実施例２のＬ字状枠部材を備えた遊技機主部を、外枠に装着させる状態を示す
斜視図である。
【図２９】実施例２のＬ字状枠部材を備えた遊技機主部を、外枠に装着させた状態を示す
斜視図である。
【図３０】実施例３の略四角形状の取付部材を構成する四角状枠部材と外枠を示す分解斜
視図である。
【図３１】実施例３の四角状枠部材を、外枠に装着させる状態を示す斜視図である。
【図３２】実施例３の四角状枠部材を備えた遊技機主部を、外枠に装着させた状態を示す
斜視図である。
【図３３】実施例４の遊技機の傾斜の調節機能を有する四角状枠部材と外枠を示す分解斜
視図である。
【図３４】実施例４の遊技機の傾斜の調節機能を有する四角状枠部材と外枠を示す斜視図
である。
【図３５】傾斜調節片の嵌合ボスが、傾斜調節孔に嵌合する状態を示す拡大平断面図であ
り、（ａ）は嵌合する前の状態、（ｂ）は傾斜調節片が撓っている状態、（ｃ）は傾斜調
節片の嵌合ボスが、傾斜調節孔に嵌合した状態である。
【図３６】傾斜調節片の嵌合ボスの位置と遊技機の傾斜状態の関係を示す概略説明図であ
り、(ａ)は傾斜調節孔の上から５番目の最下段での嵌合状態、（ｂ）は上から４番目で嵌
合状態、（ｃ）は上から３番目での嵌合状態、（ｄ）は上から２番目での嵌合状態、（ｅ
）は上から１番目の最上段での嵌合状態、（ｆ）は遊技機の傾きを示した側面図である。
【図３７】傾斜調節片の嵌合ボスの位置と遊技機の傾斜状態の関係を示す側面図であり、
(ａ)は傾斜調節孔の上から５番目の最下段での嵌合状態、（ｂ）は上から４番目で嵌合状
態、（ｃ）は中間位置の上から３番目での嵌合状態、（ｄ）は上から２番目での嵌合状態
、（ｅ）は上から１番目の最上段での嵌合状態である。
【図３８】傾斜調節片の嵌合ボスの位置と遊技機の傾斜状態の関係を示す斜視図であり、
(ａ)は傾斜調節孔の上から５番目の最下段での嵌合状態、（ｂ）は上から４番目で嵌合状
態、（ｃ）は中間位置の上から３番目での嵌合状態、（ｄ）は上から２番目での嵌合状態
、（ｅ）は上から１番目の最上段での嵌合状態である。
【図３９】実施例４の傾斜調節構造の変形例であり、遊技機の傾斜の調節機能を有する四
角状枠部材と外枠を示す斜視図である。
【図４０】実施例５の展開自在になるヒンジ部材を遊技機ベースユニットの上下に備えた
状態を示す遊技機ベースユニットと外枠の斜視図である。
【図４１】実施例５のヒンジ部材を遊技機ベースユニットの上下に備えた状態を示す遊技
機ベースユニットと外枠の分解斜視図である。
【図４２】実施例５の外枠に設けられる係合金具を示す拡大分解斜視図であり、（ａ）は
係合ボスの軸支側から見た状態、（ｂ）は係合ボスの可動側から見た状態である。
【図４３】実施例５の係合金具のストッパを示す拡大断面図であり、（ａ）は係合金具の
係合ボスが下固定ヒンジ部材の係合孔に係合している状態と、（ｂ）は係合金具のストッ
パで係合ボスを押し下げている状態である。
【図４４】実施例５の下固定ヒンジ部材を外枠に取り付ける動作状態を示す拡大斜視図で
あり、（ａ）は係合金具の係合ボスをストッパで押し下げた状態で下固定ヒンジ部材を外
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枠上でスライドし始めた状態、（ｂ）は更に下固定ヒンジ部材を外枠上でスライドさせて
いる状態、（ｃ）は下固定ヒンジ部材の係合孔が係合ボスの位置に到達した状態、（ｄ）
はストッパを解除した係合ボスが下固定ヒンジ部材の係合孔に突出した状態である。
【図４５】実施例５の釘打ち用板材と係合金具を外枠の天板に取り付ける状態を示す部分
斜視図であり、（ａ）は釘打ち用板材を外枠の天板に取り付ける前の状態、（ｂ）は釘打
ち用板材を外枠の天板に差し込んでいる状態、（ｃ）は釘打ち用板材に次いで係合金具を
取り付ける状態、（ｄ）は釘打ち用板材と係合金具を取り付けた状態である。
【図４６】施錠装置が組み込まれた遊技機ベースユニットを示す斜視図である。
【図４７】施錠装置の施錠状態を示す部分斜視図であり、（ａ）は上固定ヒンジ部材周囲
の状態、（ｂ）は下固定ヒンジ部材周囲の状態である。
【図４８】施錠装置の解錠状態を示す部分斜視図であり、（ａ）は上固定ヒンジ部材周囲
の状態、（ｂ）は下固定ヒンジ部材周囲の状態である。
【００１０】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を図面を参照して説明する。
　図１は本発明のパチンコ機１０の遊技機主部２１と外枠１１とが嵌合した状態を示す斜
視図である。図２及び図３はパチンコ機１０の主要な構成を展開して示す斜視図である。
図４はパチンコ機１０の背面図である。なお、図２では便宜上パチンコ機１０の遊技領域
内の構成を省略している。
　パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１と、この外枠１１に
対して前方に回動可能に取り付けられた遊技機主部２１とを有する。特に、本発明では、
後述するように、この外枠１１と遊技機主部２１とが着脱自在に分離する構造になってい
る。
【００１１】
＜遊技機１０の全体構成＞
　外枠１１は、板材１２～１５を四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなして
いる。外枠１１を構成する板材１２～１５は、左右の板材１２，１３がアルミなどの金属
製となっており、上下の板材１４，１５が木製となっている。パチンコ機１０は、外枠１
１の上下の板材１４，１５を島設備に取り付け固定することにより、遊技ホールに設置さ
れる。
【００１２】
　上記のように左右の板材１２，１３を金属製とするとともに上下の板材１４，１５を木
製とすることで、島設備への固定を可能としつつ外枠１１の補強を行うことができる。な
お、外枠１１の構成は上記のものに限定されることはなく、全ての板材１２～１５を木製
としてもよく、全ての板材１２～１５を金属製としてもよい。また、板材１２～１５の全
部又は一部を合成樹脂製としてもよい。
【００１３】
　外枠１１の左側の板材１２には、その上下の各端部に支持金具１７，１８が取り付けら
れている。これら支持金具１７，１８に支持させるようにして、図２及び図３に示すよう
に、遊技機主部２１が外枠１１に対して回動可能に取り付けられている。本発明は、これ
ら支持金具１７，１８に遊技機主部２１を着脱自在に取り付ける構造になる。
【００１４】
　遊技機主部２１は、遊技機ベースユニット（本体枠又は内枠）２２と、その遊技機ベー
スユニット２２の前方に配置される遊技機前面ユニット（前面扉又は前枠）２３と、遊技
機ベースユニット２２の後方に配置される裏パックユニット２４とを備えている。遊技機
主部２１のうち遊技機ベースユニット２２が外枠１１に対して回動可能に支持されている
。詳細には、正面視で左側を回動基端（開閉基端）側とし右側を回動先端（開閉先端）側
として遊技機ベースユニット２２が前方へ回動可能（開閉可能）とされている。
【００１５】
　遊技機前面ユニット２３には、手前側へ膨出した第１膨出部９５が窓パネル部９１の下
方に設けられており、その第１膨出部９５内側には、上方に開口した上皿９５ａが設けら
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れている。上皿９５ａは、第１払出口２３１より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列
に整列させながら下流側（本実施の形態では右側）へ導くための球受皿である。
【００１６】
　第１膨出部９５には、上皿９５ａの下流側に上皿球抜きスイッチ２３２が設けられると
ともに、上皿９５ａの前方に貸球操作部２３３が配設されている。上皿球抜きスイッチ２
３２は、上皿９５ａに貯留された遊技球を排出するために操作されるものである。
【００１７】
　貸球操作部２３３には、球貸しボタン２３４と、返却ボタン２３５とが設けられている
。球貸しボタン２３４は、カード等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得
るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が払い出
される。返却ボタン２３５は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に
操作される。
【００１８】
　また、第１膨出部９５の前面側中央部には、球貸しボタン２３４と返却ボタン２３５と
の間に、遊技者により操作可能なプッシュ式の演出スイッチ２３６が設けられている。演
出スイッチ２３６には図示しないランプが内蔵されており、選択操作が有効とされる状況
下ではランプが点灯表示され、選択操作が無効とされる状況下ではランプが消灯表示され
るようになっている。そして、当該ランプが点灯表示されている状況下で演出スイッチ２
３６を操作された場合、後述する図柄表示装置７１の表示モードが変更されるようになっ
ている。
【００１９】
　遊技機前面ユニット２３の下部位置には、手前側へ膨出した第２膨出部９６が設けられ
ており、その第２膨出部９６内側には、上方に開口した下皿９６ａが設けられている。下
皿９６ａは、第２払出口２３７より払い出された遊技球を一旦貯留するための球受皿であ
る。下皿９６ａには、例えば下皿球抜きスイッチ２３３を操作された場合、上皿９５ａに
貯留された遊技球が第２払出口２３７より排出されるようになっている。
【００２０】
　第２膨出部９６前面側には、下皿９６ａに貯留された遊技球を下方に排出するための上
球抜きスイッチ２３８が設けられている。また、第２膨出部９６の右方には、手前側へ突
出するようにして遊技球発射ハンドル８４が設けられている。遊技球発射ハンドル８４は
、板材１２の背面側に設けられた遊技球発射機構８０（図５参照）に連結されており、上
皿９５ａに貯留された遊技球は、遊技者が遊技球発射ハンドル８４を回転させることによ
り、遊技盤６１に形成された遊技領域に向けて発射される。
【００２１】
　遊技機ベースユニット２２は、図２及び図３に示すように、外枠１１の開口全体を覆う
大きさを有しており、その背面側であって回動先端側には施錠装置３１が取り付けられて
いる。施錠装置３１は長尺状の連動杆３２を備えており、当該連動杆３２には上下一対の
鉤金具３３が設けられている。外枠１１に対して遊技機ベースユニット２２を閉鎖した際
には、鉤金具３３が外枠１１の右側の板材１３に設けられた受け金具３４に係止され、施
錠装置３１により施錠状態とされるようになっている。また、遊技機ベースユニット２２
にはシリンダ錠３５が設けられており、シリンダ錠３５の操作によって連動杆３２を上方
向又は下方向のうち予め定められた方向に移動させると、外枠１１に対する遊技機ベース
ユニット２２の施錠状態が解除される。
【００２２】
　遊技機ベースユニット２２には、図２に示すように、遊技機前面ユニット２３が回動可
能に支持されており、正面視で左側を回動基端（開閉基端）側とし右側を回動先端（開閉
先端）側として前方へ回動可能（開閉可能）とされている。また、遊技機ベースユニット
２２には、図３に示すように、裏パックユニット２４が回動可能に支持されており、正面
視で左側を回動基端（開閉基端）側とし右側を回動先端（開閉先端）側として後方へ回動
可能（開閉可能）とされている。
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【００２３】
　次に、遊技機ベースユニット２２、遊技機前面ユニット２３及び裏パックユニット２４
のそれぞれについて詳細に説明する。
＜遊技機ベースユニット２２＞
　先ず、遊技機ベースユニット２２の構成について詳細に説明する。図５は遊技機ベース
ユニット２２の正面図である。図６は遊技機ベースユニット２２に搭載された遊技盤６１
の正面図である。図７は遊技機ベースユニット２２の背面図である。なお、図５では便宜
上パチンコ機１０の遊技領域内の構成を省略している。
【００２４】
　遊技機ベースユニット２２は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベース４１を
主体に構成されている。樹脂ベース４１の中央部には略楕円形状の窓孔５１が形成されて
いる。樹脂ベース４１にはその後方から遊技盤６１が着脱可能に取り付けられている。詳
細には、樹脂ベース４１の裏面には、図７に示すように、複数（本実施の形態では４箇所
）の固定金具５２～５５が設けられており、これら固定金具５２～５５によって遊技盤６
１は後方へ脱落しないように固定されている。固定金具５２～５５は手動で回動操作する
ことができ、固定位置（ロック位置）と固定解除位置（アンロック位置）とに切り換える
ことができるよう構成されている。
【００２５】
　遊技盤６１は合板よりなり、遊技盤６１の前面に形成された遊技領域が樹脂ベース４１
の窓孔５１を通じて遊技機ベースユニット２２の前面側に露出した状態となっている。
【００２６】
　ここで、遊技盤６１の構成を図６に基づいて説明する。遊技盤６１には、ルータ加工が
施されることによって前後方向に貫通する大小複数の開口部が形成されている。各開口部
には一般入賞口６２，可変入賞装置６３，上作動口６４，下作動口６５，スルーゲート６
６及び可変表示ユニット６７等がそれぞれ設けられている。このうち、可変入賞装置６３
、上作動口６４、下作動口６５及び可変表示ユニット６７は、遊技盤６１の左右方向の中
央において上下方向に並べて設けられており、上から可変表示ユニット６７、上作動口６
４、下作動口６５及び可変入賞装置６３の順となっている。また、一般入賞口６２は、遊
技盤６１の下部において、左側に２個及び右側に２個の合計４個設けられている。ちなみ
に、遊技盤６１の左側は遊技機前面ユニット２３の回動基端側に相当し、遊技盤６１の右
側は遊技機前面ユニット２３の回動先端側に相当する。
【００２７】
　一般入賞口６２、可変入賞装置６３、上作動口６４及び下作動口６５に遊技球が入球す
ると、それが検知スイッチにより検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞球の払い
出しが実行される。具体的には、一般入賞口６２に一の遊技球が入球すると単位遊技球数
として１０個の遊技球が払い出され、可変入賞装置６３に一の遊技球が入球すると単位遊
技球数として１５個の遊技球が払い出され、上作動口６４に一の遊技球が入球すると単位
遊技球数として３個の遊技球が払い出され、下作動口６５に一の遊技球が入球すると単位
遊技球数として４個の遊技球が払い出される。
【００２８】
　その他に、遊技盤６１の最下部にはアウト口６８が設けられており、各種入賞口等に入
らなかった遊技球はアウト口６８を通って遊技領域から排出される。また、遊技盤６１に
は、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘６９が植設されていると共
に、風車等の各種部材（役物）が配設されている。
【００２９】
　可変表示ユニット６７には、いずれかの作動口６４，６５への入賞をトリガとして図柄
を可変表示する図柄表示装置７１が設けられている。また、可変表示ユニット６７には、
図柄表示装置７１を囲むようにしてセンターフレーム７２が配設されている。センターフ
レーム７２の上部には、第１特定ランプ部７３及び第２特定ランプ部７４が設けられてい
る。また、センターフレーム７２の上部及び下部にはそれぞれ保留ランプ部７５，７６が
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設けられている。下側の保留ランプ部７５は、図柄表示装置７１及び第１特定ランプ部７
３に対応しており、遊技球が作動口６４，６５を通過した回数は最大４回まで保留され保
留ランプ部７５の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。上側の保留
ランプ部７６は、第２特定ランプ部７４に対応しており、遊技球がスルーゲート６６を通
過した回数は最大４回まで保留され保留ランプ部７６の点灯によってその保留個数が表示
されるようになっている。
【００３０】
　図柄表示装置７１は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、
後述する表示制御装置により表示内容が制御される。図柄表示装置７１には、例えば左、
中及び右に並べて図柄が表示され、これらの図柄が上下方向にスクロールされるようにし
て変動表示されるようになっている。そして、予め設定されている有効ライン上に所定の
組合せの図柄が停止表示された場合には、特別遊技状態（以下、大当たりという）が発生
することとなる。なお、図柄表示装置７１は、ＣＲＴ，ドットマトリックス，７セグメン
ト等その他のタイプにより表示画面を構成したものであってもよい。
【００３１】
　第１特定ランプ部７３では、作動口６４への入賞をトリガとして所定の順序で発光色の
切り替えが行われ、予め定められた色で停止表示された場合には大当たりが発生する。ま
た、第２特定ランプ部７４では、遊技球のスルーゲート６６の通過をトリガとして所定の
順序で発光色の切り替えが行われ、予め定められた色で停止表示された場合には下作動口
６５に付随する電動役物６５ａが所定時間だけ開放状態となる。
【００３２】
　ちなみに、下作動口６５は、開閉手段としての電動役物６５ａが開放状態の場合に入球
が可能となり、閉鎖状態の場合に入球が不可となる。なお、これに限定されることはなく
、電動役物６５ａが開放状態の場合に入球し易くなり、閉鎖状態の場合に入球しがたくな
る構成としてもよい。
【００３３】
　可変入賞装置６３は、開閉手段としての開閉扉６３ａが通常は遊技球が入球できない又
は入球しがたい閉鎖状態になっており、大当たりの際に遊技球が入球しやすい所定の開放
状態に切り換えられるようになっている。可変入賞装置６３の開放態様としては、所定時
間（例えば３０秒間）の経過又は所定個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドとして、
複数ラウンド（例えば１５ラウンド）を上限として可変入賞装置６３が繰り返し開放され
るものが一般的である。
【００３４】
　遊技盤６１には、内レール部７７と外レール部７８とが取り付けられており、これら内
レール部７７と外レール部７８とにより誘導レールが構成され、遊技球発射機構から発射
された遊技球が遊技領域の上部に案内されるようになっている。ちなみに、図５に示すよ
うに、樹脂ベース４１の窓孔５１の右上部には返しゴム７９が設けられており、所定以上
の勢いで発射された遊技球は返しゴム７９に当たり、遊技領域の中央寄りに跳ね返される
ようになっている。この場合、返しゴム７９はその遊技球が当たる面が遊技領域の中央側
に向けて傾斜させて形成されているため、遊技領域の中央に向けた遊技球の跳ね返しが良
好に行われるようになっている。
【００３５】
　遊技球発射機構８０は、図５に示すように、樹脂ベース４１における窓孔５１の下方に
取り付けられている。遊技球発射機構８０は、電磁式のソレノイド８１と、発射レール８
２と、球送り機構８３とからなり、ソレノイド８１への電気的な信号の入力により当該ソ
レノイド８１の出力軸が伸縮方向に移動し、球送り機構８３によって発射レール８２上に
置かれた遊技球を遊技領域に向けて打ち出す。ソレノイド８１への電気的な信号の入力は
、遊技機前面ユニット２３の下部に設けられた遊技球発射ハンドル８４（図１等参照）が
操作されることに基づいて発生する。
【００３６】
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　樹脂ベース４１の前面における回動基端側にはその上端部及び下端部に支持金具４２，
４３が取り付けられており、これら支持金具４２，４３に対して遊技機前面ユニット２３
が支持されていることで当該遊技機前面ユニット２３が遊技機ベースユニット２２に対し
て前方に回動可能となっている。また、樹脂ベース４１の前面における回動先端側には、
遊技機前面ユニット２３の背面に設けられた鉤金具４４（図２参照）を挿入するための挿
入孔４５が上下方向に離間させて複数設けられている。遊技機ベースユニット２２に対し
て遊技機前面ユニット２３を閉鎖した状態では、遊技機前面ユニット２３の鉤金具４４が
挿入孔４５内に入り込み、当該鉤金具４４は上述した施錠装置３１に係止される。これに
より、遊技機ベースユニット２２に対して遊技機前面ユニット２３が施錠された状態とな
る。この施錠状態はシリンダ錠３５の操作によって施錠装置３１の連動杆３２を、外枠１
１に対する遊技機ベースユニット２２の解錠を行う場合とは反対側に移動させることで解
除される。
【００３７】
＜遊技機前面ユニット２３＞
　ここで、遊技機前面ユニット２３の構成について説明する。図８は遊技機前面ユニット
２３の背面図である。
　遊技機前面ユニット２３は遊技機ベースユニット２２の前面側全体を覆うようにして設
けられている。遊技機前面ユニット２３には、図１に示すように、上記遊技領域のほぼ全
域を前方から視認することができるようにした略楕円形状の窓パネル部９１が設けられて
いる。窓パネル部９１の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられている。例えば、
窓パネル部９１の周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状電飾部９２が設けられ
ている。環状電飾部９２では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に
応じて点灯や点滅が行われる。また、環状電飾部９２の中央であってパチンコ機１０の最
上部には所定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ部９３が設けられている。また、窓
パネル部９１の左上方及び右上方には、遊技状態に応じた効果音などが出力されるスピー
カ部９４が設けられている。
【００３８】
　遊技機前面ユニット２３における窓パネル部９１の下方には、手前側へ膨出した上側膨
出部９５と下側膨出部９６とが上下に並設されている。上側膨出部９５内側には上方に開
口した上皿９５ａが設けられており、下側膨出部９６内側には同じく上方に開口した下皿
９６ａが設けられている。上皿９５ａは、後述する払出装置より払い出された遊技球を一
旦貯留し、一列に整列させながら後述する遊技球発射機構側へ導くための機能を有する。
また、下皿９６ａは、上皿９５ａ内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有する。な
お、下側膨出部９６の右方には、上述した遊技球発射ハンドル８４が設けられている。
【００３９】
　遊技機前面ユニット２３の背面における回動基端側（図８の右側）には、その上端部及
び下端部に突起軸９７，９８が設けられている。これら突起軸９７，９８は遊技機ベース
ユニット２２に対する組付機構を構成する。また、遊技機前面ユニット２３の背面におけ
る回動先端側（図８の左側）には、上述した鉤金具４４が上下方向に複数並設されている
。
【００４０】
　また、遊技機前面ユニット２３の背面には、図８に示すように、前面側通路ユニット２
７１が取り付けられている。前面側通路ユニット２７１は、合成樹脂により成形されてお
り、上皿９５ａに通じる前扉側上皿通路と、下皿９６ａに通じる前扉側下皿通路とが形成
されている。前面側通路ユニット２７１の詳細については後に説明する。
【００４１】
＜遊技機ベースユニット２２の背面構成＞
　次に、遊技機ベースユニット２２の背面構成について図７を用いて詳細に説明する。
【００４２】
　樹脂ベース４１の背面における回動先端側には既に説明した施錠装置３１が設けられて



(10) JP 5772431 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

いる。また、樹脂ベース４１の中央には上記のとおり遊技盤６１が取り付けられている。
【００４３】
　遊技盤６１の中央に配置された可変表示ユニット６７には、図３及び図７に示すように
、センターフレーム７２を後方から覆う合成樹脂製のフレームカバー１００が後方に突出
させて設けられており、フレームカバー１００に対して後側から上述した図柄表示装置７
１が取り付けられているとともに、その図柄表示装置７１を駆動するための表示制御装置
１０１が取り付けられている。これら図柄表示装置７１及び表示制御装置１０１は前後方
向に重ねて配置され（図柄表示装置７１が前、表示制御装置１０１が後）、さらにその後
方に音声ランプ制御装置ユニット１０２が搭載されている。音声ランプ制御装置ユニット
１０２は、音声ランプ制御装置１０３と、取付台１０４とを具備する構成となっており、
取付台１０４上に音声ランプ制御装置１０３が装着されている。
【００４４】
　音声ランプ制御装置１０３は、後述する主制御装置からの指示に従い音声やランプ表示
、及び表示制御装置の制御を司る音声ランプ制御基板を具備しており、音声ランプ制御基
板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックスに収容されて構成されている。
【００４５】
　遊技盤６１の背面であって可変表示ユニット６７の下方には、主制御装置ユニット１０
５が搭載されている。主制御装置ユニット１０５は、合成樹脂製の取付台１０６を有し、
取付台１０６に主制御装置１０７が搭載されている。主制御装置１０７は、遊技の主たる
制御を司る機能（主制御回路）と、電源を監視する機能（停電監視回路）とを有する主制
御基板を具備しており、当該主制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１０８に
収容されて構成されている。なお、当該基板ボックス１０８には、当該基板ボックスの開
放痕跡手段としてカシメ構造や図示しない封印シールが設けられているとともに、取付台
１０６に対する主制御装置１０７の離脱痕跡手段としてカシメ構造が設けられている。
【００４６】
　遊技盤６１の背面における主制御装置ユニット１０５により覆われた領域には、図示し
ない集合板ユニットが設けられている。集合板ユニットには、各種入賞口に入賞した遊技
球を回収するための遊技球回収機構や、各種入賞口等への遊技球の入賞を検知するための
入賞検知センサなどが設けられている。遊技球回収機構にて回収された遊技球は後述する
排出通路を介してパチンコ機１０外部に排出される。また、入賞検知センサは主制御装置
１０７と電気的に接続されており、遊技球の入賞を検知した場合の検知信号は主制御装置
１０７にて入力される。
【００４７】
　樹脂ベース４１の背面における回動基端側（図７の右側）には、軸受け金具１１１，１
１２，１１３が取り付けられている。軸受け金具１１１～１１３は上下に離間させて３個
設けられている。なお、軸受け金具１１１～１１３の数は任意であり、２個であってもよ
く、４個以上であってもよい。これら軸受け金具１１１～１１３に対して軸支させて遊技
機ベースユニット２２には裏パックユニット２４が取り付けられている。裏パックユニッ
ト２４により、図５に示すように、可変表示ユニット６７の全部及び主制御装置ユニット
１０５の一部が後方から覆われており、裏パックユニット２４を開放させない限り可変表
示ユニット６７及び主制御装置ユニット１０５を樹脂ベース４１から取り外すことができ
ないようになっている。
【００４８】
　樹脂ベース４１の背面には、図３及び図７に示すように、裏パックユニット２４を遊技
機ベースユニット２２に固定するための固定金具１１５が設けられている。固定金具１１
５は手動で回動操作することができ、固定位置（ロック位置）と固定解除位置（アンロッ
ク位置）とに切り換えることができるよう構成されている。また、図７に示すように、樹
脂ベース４１の背面には締結孔部１１６が形成されており、当該締結孔部１１６に対して
裏パックユニット２４に設けられた締結具１１７（図９参照）を締結させることによって
も裏パックユニット２４が遊技機ベースユニット２２に固定される。
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【００４９】
＜裏パックユニット２４＞
　次に、裏パックユニット２４の構成について詳細に説明する。図９は裏パックユニット
２４の正面図である。図１０は裏パックユニット２４の分解斜視図である。
【００５０】
　裏パックユニット２４は、当該裏パックユニット２４の上部及び中央部分を構成する第
１裏パックユニット１２１と、当該第１裏パックユニット１２１に連続させて設けられ裏
パックユニット２４の下部を構成する第２裏パックユニット１４１とを備えている。第１
裏パックユニット１２１にはその下部に開口部１２２が形成されており、第２裏パックユ
ニット１４１の上部は当該開口部１２２の下縁部分を構成している。
【００５１】
　第１裏パックユニット１２１と第２裏パックユニット１４１には、図９に示すように、
それぞれ軸金具１２３，１３９が設けられており、それら軸金具１２３，１３９はそれぞ
れ個別に軸受け金具１１１～１１３に支持されている。これにより、第１裏パックユニッ
ト１２１と第２裏パックユニット１４１とは、遊技機ベースユニット２２に対してそれぞ
れ個別に回動可能となっている。
【００５２】
　ここで、上記のとおり、第２裏パックユニット１４１はその上部が第１裏パックユニッ
ト１２１の開口部１２２の下縁部分を構成しており、当該下縁部分において、第１裏パッ
クユニット１２１がパチンコ機１０前方となるようにして第１裏パックユニット１２１と
第２裏パックユニット１４１とが前後に重なっている。したがって、第１裏パックユニッ
ト１２１を遊技機ベースユニット２２に対して閉鎖した状態で第２裏パックユニット１４
１を開放させることはできるが、第２裏パックユニット１４１を閉鎖した状態で第１裏パ
ックユニット１２１を開放させることはできない。なお、これに限定されることはなく、
開閉の関係が第１裏パックユニット１２１と第２裏パックユニット１４１とで逆であって
もよく、第１裏パックユニット１２１と第２裏パックユニット１４１とが相互に干渉する
ことなく開閉可能な構成であってもよい。さらには、第１裏パックユニット１２１と第２
裏パックユニット１４１とが一体化され個別に開閉できない構成としてもよい。
【００５３】
　次に、第１裏パックユニット１２１の構成について詳細に説明する。
　第１裏パックユニット１２１は、裏パック１２４を備えており、当該裏パック１２４に
対して、払出機構部１２５が取り付けられている。裏パック１２４は透明性を有する合成
樹脂により成形されており、払出機構部１２５などが取り付けられるベース部１２６と、
パチンコ機１０後方に突出し略直方体形状をなす保護カバー部１２７とを有する。保護カ
バー部１２７は左右側面及び上面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少な
くとも可変表示ユニット６７を囲むのに十分な大きさを有する。
【００５４】
　ベース部１２６には、その右上部に外部端子板１３１が設けられている。外部端子板１
３１には各種の出力端子が設けられており、これらの出力端子を通じて遊技ホール側の管
理制御装置に対して各種信号が出力される。また、ベース部１２６には上述した第１裏パ
ックユニット１２１の軸金具１２３が設けられている。
【００５５】
　ベース部１２６には、保護カバー部１２７を迂回するようにして払出機構部１２５が配
設されている。払出機構部１２５は、タンク１３２と、タンクレール１３３と、上下通路
ユニット１３４とを備えている。タンク１３２は上方に開放されており、裏パック１２４
の最上部に設けられている。タンク１３２には遊技ホールの島設備から遊技球が逐次補給
される。タンクレール１３３は、タンク１３２の下方において当該タンク１３２に連結さ
れており、下流側に向けて緩やかに傾斜している。当該タンクレール１３３の下流部に連
結させて上下通路ユニット１３４が設けられている。上下通路ユニット１３４は上下方向
に延びており、その途中位置に払出装置１３５が設けられている。また、上下通路ユニッ
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ト１３４の下流側には、球受け部、裏パック側通路部、本体側通路部及び前面側通路部が
設けられており、前面側通路部は上皿９５ａ及び下皿９６ａに連通されている。
【００５６】
　つまり、タンク１３２と、上皿９５ａ及び下皿９６ａの受け皿との間には、タンクレー
ル１３３、上下通路ユニット１３４、球受け部、裏パック側通路部、本体側通路部及び前
面側通路部からなる誘導通路部が設けられており、タンク１３２に貯留されている遊技球
は当該誘導通路部を通じて上皿９５ａ又は下皿９６ａに払い出される。なお、上下通路ユ
ニット１３４の構成、及びそれよりも下流側の構成については後に詳細に説明する。
【００５７】
　払出機構部１２５には、裏パック基板１３６が設置されている。裏パック基板１３６に
は、例えば交流２４ボルトの主電源が供給され、電源スイッチ１３７の切替操作により電
源ＯＮ又は電源ＯＦＦとされるようになっている。
【００５８】
　次に、第２裏パックユニット１４１の構成について詳細に説明する。
　第２裏パックユニット１４１は、排出通路盤１４２と制御装置集合ユニット１４３とを
備えている。排出通路盤１４２は第２裏パックユニット１４１の前側を構成し、制御装置
集合ユニット１４３は第２裏パックユニット１４１の後側を構成している。そして、これ
ら排出通路盤１４２と制御装置集合ユニット１４３とが前後に組み付けられて第２裏パッ
クユニット１４１が構成されている。
【００５９】
　排出通路盤１４２は、制御装置集合ユニット１４３と対向する面に後方に開放された排
出通路１４４が形成されており、当該排出通路１４４の開放部は制御装置集合ユニット１
４３によって塞がれている。排出通路１４４は、遊技ホールの島設備等へ遊技球を排出す
るように形成されており、上述した各種入賞口等から排出通路１４４に導出された遊技球
は当該排出通路１４４を通ることでパチンコ機１０外部に排出される。
【００６０】
　制御装置集合ユニット１４３は、横長形状をなす取付台１４５を有し、取付台１４５に
払出制御装置１４６と電源及び発射制御装置１４７とが搭載されている。これら払出制御
装置１４６と電源及び発射制御装置１４７とは、払出制御装置１４６がパチンコ機１０後
方となるように前後に重ねて配置されている。
【００６１】
　払出制御装置１４６は、基板ボックス１４８内に払出装置１３５を制御する払出制御基
板が収容されている。なお、払出制御装置１４６から払出装置１３５への払出指令の信号
は上述した裏パック基板１３６により中継される。また、払出制御装置１４６には状態復
帰スイッチ１４８ａが設けられている。例えば、払出装置１３５における球詰まり等、払
出エラーの発生時において状態復帰スイッチ１４８ａが押されると、球詰まりの解消が図
られるようになっている。
【００６２】
　電源及び発射制御装置１４７は、基板ボックス１４９内に電源及び発射制御基板が収容
されており、当該基板により、各種制御装置等で要する所定の電源が生成されて出力され
、さらに遊技者による遊技球発射ハンドル８４の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行
われる。また、電源及び発射制御装置１４７にはＲＡＭ消去スイッチ１４９ａが設けられ
ている。本パチンコ機１０は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生し
た際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停電時の状態に復帰できるよう
になっている。したがって、例えば遊技ホールの営業終了の場合のように通常手順で電源
を遮断すると遮断前の状態が記憶保持されるが、ＲＡＭ消去スイッチ１４９ａを押しなが
ら電源を投入すると、ＲＡＭデータが初期化されるようになっている。
【実施例１】
【００６３】
＜ヒンジ部材２２０１の全体構成＞
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　図１１は実施例１の展開自在になるヒンジ部材２２０１を備えた遊技機主部２１を示す
斜視図である。図１２は実施例１の係合金具２２０３が設けられた外枠１１を示す斜視図
である。
　実施例１の取付部材は、細長い板状のヒンジ部材２２０１である。遊技機１０を構成す
る遊技機主部２１は、その遊技機ベースユニット２２の底面部に、この遊技機ベースユニ
ット２２の横方向と略同じ長さを有するヒンジ部材２２０１を備えている。このヒンジ部
材２２０１は、その一端が遊技機ベースユニット２２の下端の支持金具１８に回動自在に
軸支されている（図１５参照）。このヒンジ部材２２０１は遊技機ベースユニット２２の
上端の支持金具１７と共に、外枠１１に対する遊技機主部２１のヒンジ機能を有する。こ
こで「金具」と表現しているが、剛性の高い合成樹脂で製造することも可能であるので、
金属製に限定されず合成樹脂製の部材を含む。以下同様に本発明の部材は金属製と合成樹
脂製の両方の素材から成る。後述する金属製と表現している部材も合成樹脂で製造するこ
とができる。
【００６４】
　ヒンジ部材２２０１は、図１１に示すように、遊技機ベースユニット２２の奥行きより
広い幅を有する細長い板状の金属製又は合成樹脂製の部材であり、その長手方向の一側端
縁に、数箇所の固定用の係合横孔２２０２が開けられている。係合横孔２２０２は、ヒン
ジ部材２２０１の金属板をその一側端縁を曲折し、その曲折した部分に開けられたもので
ある。
【００６５】
＜外枠１１の係合金具２２０３の全体構成＞
　外枠１１には、図１２に示すように、その内側下部に係合金具２２０３が備えられてい
る。この係合金具２２０３には、ヒンジ部材２２０１の係合横孔２２０２に、水平方向か
ら係合する係合片２２０４が複数形成されている。図示例の係合金具２２０３には、金属
製又は合成樹脂製の板材の４箇所に舌片を突出させ、この舌片の先端部を横断面が横Ｕ字
状になるように曲折して成る係合片２２０４を備えている。各係合片２２０４は、ヒンジ
部材２２０１の係合横孔２２０２にそれぞれ係合する。このように形成することで、ヒン
ジ部材２２０１即ち遊技機ベースユニット２２を、係合金具２２０３即ち外枠１１に強固
に取り付けることができる。これは一例であり、このような１枚構成の金具に代えて、そ
れぞれの係合横孔２２０２に係合する位置に数個の係合片２２０４を配置する手段でもよ
い。
【００６６】
　また、外枠１１の係合金具２２０３には、その数箇所に位置決め用の嵌合ピン２２０６
を挿通させる嵌合挿通孔２２０７が開けられている。各嵌合挿通孔２２０７の配置間隔は
、ヒンジ部材２２０１の嵌合孔２２０５の配置間隔と整合させてある。
【００６７】
　一方、ヒンジ部材２２０１には、図１１に示すように、数箇所に位置決め用の嵌合孔２
２０５が上下方向に開けられている。各嵌合孔２２０５には、外枠１１に設けられた係合
金具２２０３を構成する部材の下面から上方へ付勢された嵌合ピン２２０６が着脱自在に
嵌合する。この嵌合ピン２２０６は先端（図示上は上端）が半球状になっている。
【００６８】
　図１３は外枠１１の係合金具２２０３に設けられた嵌合ピン２２０６を示す縦断面図で
あり、（ａ）はヒンジ部材２２０１を嵌合ピン２２０６に嵌合させる前の状態、（ｂ）は
嵌合させる途中の状態、（ｃ）は嵌合させた状態である。
【００６９】
　係合金具２２０３には、図１３に示すように、支持部材２２０８に上下方向に出没自在
に支持された嵌合ピン２２０６が設けられている。この嵌合ピン２２０６は、支持部材２
２０８に内装されたコイルばね等の弾性部材２２０９により、第１フランジ２２１０で上
方へ付勢されている。図１３（ａ）に示すように、嵌合ピン２２０６はこの弾性部材２２
０９の付勢力で先端部が、係合金具２２０３の嵌合挿通孔２２０７からその半球状部分の
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みが露出するようになっている。
【００７０】
　ヒンジ部材２２０１を嵌合ピン２２０６に嵌合させるとき、即ち遊技機主部２１を外枠
１１に嵌合させるときは、図１３（ｂ）に示すように、この嵌合ピン２２０６の先端部は
半球状に形成されているために、ヒンジ部材２２０１の下面が、係合金具２２０３面上を
スライドする際に、嵌合ピン２２０６は弾性部材２２０９に抗して容易に内部に引っ込む
。ヒンジ部材２２０１をスライドさせることができる。
【００７１】
　そのまま、遊技機主部２１を外枠１１に完全に嵌合させると、図１３（ｃ）に示すよう
に、ヒンジ部材２２０１の嵌合孔２２０５の位置になると、弾性部材２２０９の付勢力で
嵌合ピン２２０６の先端部が、各嵌合挿通孔２２０７を通過し、嵌合孔２２０５に嵌合し
、位置決めとしての機能を発揮する。
【００７２】
　更に、ヒンジ部材２２０１と外枠１１の係合金具２２０３とを確実に固定するために、
支持部材２２０８には嵌合ピン２２０６のストッパ２２１１が水平方向にスライドするよ
うに設けられている。このストッパ２２１１は、図１３（ａ）に示すように、嵌合ピン２
２０６が嵌合孔２２０５に嵌合している状態を維持するものである。このストッパ２２１
１は、嵌合ピン２２０６の外径よりやや広い幅を有する長孔２２１２を有し、かつこの長
孔２２１２の一部は薄い部分２２１３（嵌合ピン２２０６の出没を可能にする位置）と一
部は厚い部分２２１４（嵌合ピン２２０６の可動を阻止する位置）とからなっている。通
常は、図１３（ａ）に示すように、嵌合孔２２０５から突出するように付勢されているが
、上方から内部に押すと弾性部材２２０９の付勢力に抗して嵌合ピン２２０６が内部に没
するようになっている。
【００７３】
　図１３（ｂ）に示すように、このストッパ２２１１の長孔２２１２の厚い部分２２１４
を、嵌合ピン２２０６側に移動させると、嵌合ピン２２０６の第２フランジ２２１５がこ
の長孔２２１２の厚い部分２２１４で固定され、図１３（ｃ）に示すように、嵌合ピン２
２０６の突出した状態が維持される。これらのストッパ２２１１は数箇所それぞれで、嵌
合ピン２２０６を固定するようにする。これにより、ヒンジ部材２２０１が係合金具２２
０３から離脱しなくなり、強固に固定することができる。
【００７４】
　図１４は実施例１の展開自在になるヒンジ部材２２０１を備えた遊技機主部２１を、外
枠１１に嵌合させた状態を示す斜視図である。
　このように構成された遊技機主部２１と外枠１１は、図１４に示すように、遊技機主部
２１の遊技機ベースユニット２２に設けられた支持金具１７ｂ（１７）を、外枠１１に設
けられた支持金具１７ａ（１７）に装着する。次に、遊技機ベースユニット２２に設けら
れたヒンジ部材２２０１を係合金具２２０３に嵌合させる。このときヒンジ部材２２０１
は、外枠１１の係合金具２２０３に嵌合させることにより、遊技機主部２１と外枠１１と
を強固に嵌合させることができる。
【００７５】
　このときに、本発明のヒンジ部材２２０１は、図１１に示したように、遊技機ベースユ
ニット２２から展開した状態にすると、そのまま遊技機主部２１（遊技機ベースユニット
２２）を自立させることができる。一方、ヒンジ部材２２０１を遊技機ベースユニット２
２と平行に維持することで、従来の外枠と一体になった遊技機１０と比較してコンパクト
に取り扱うことができる。
【００７６】
　また、本発明は遊技機主部２１と外枠１１とが分離する構成であるために、一番最初に
外枠１１をホールの島の上部枠板と下部枠板の間に釘固定しておく。遊技機１０の入れ替
えに際しては、遊技機主部２１のみを交換するだけで迅速に入れ替え作業を終了させるこ
とができる。
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【００７７】
　図１５は実施例１のヒンジ部材２２０１に設けられた回動弾性部材２２１６を示す拡大
斜視図である。
　ヒンジ部材２２０１は、遊技機ベースユニット２２の片側に軸支されている箇所には、
このヒンジ部材２２０１を展開する方向へ付勢するようにコイルばね等の回動弾性部材２
２１６が取り付けられている。図示するように、遊技機ベースユニット２２に設けられた
支持金具１８にボス孔２２１７を設け、このボス孔２２１７にヒンジ部材２２０１の軸部
材２２１８を回動自在に取り付け、このボス孔２２１７の周囲に回動弾性部材２２１６を
取り付けた。この回動弾性部材２２１６の付勢力により約直角方向に展開させることが望
ましい。これはこのヒンジ部材２２０１が島に取り付ける前では、遊技機１０を自立させ
る機能を持たせるためである。
【００７８】
　そこで、遊技機ベースユニット２２から展開したときに、例えば、遊技機ベースユニッ
ト２２の面方向から約１３０度から１４０度程度の角度で開くように設定する。これは、
このヒンジ部材２２０１が展開角度が９０度より小さいと、遊技機１０を設置後にホール
内で遊技機主部２１を開ける際に、その内部の点検が容易に実施できないからである。逆
に、約１４０度以上に展開すると、遊技機１０を自立させる機能が発揮できないからであ
る。
【００７９】
　そこで、ヒンジ部材２２０１の回動部分には、過展開を防止するヒンジ部材側停止片２
２１９が設けられている。図１５の図示例では、回動弾性部材２２１６のばね材の一端を
固定する部材を兼用している。遊技機主部２１側には下端部の支持金具１８に、このヒン
ジ部材側停止片２２２０と接するユニット側停止片２２２０が設けられている。この両停
止片２２１９，２２２０が当接してヒンジ部材２２０１の過展開を防止する。
【００８０】
　本発明のヒンジ部材２２０１は、文字通りのヒンジ機能が第１の機能である。更に、上
述したように回動弾性部材２２１６の付勢力により展開するようになっている。この展開
したヒンジ部材２２０１は、遊技機ベースユニット２２の転倒を防止する機能が第１の機
能である。
【００８１】
　図１６は実施例１の施錠装置３１がヒンジ部材２２０１の展開を阻止している状態を示
す拡大斜視図である。
　ヒンジ部材２２０１の一部に切り欠き状の被係止部２２２１が設けられている。この被
係止部２２２１には、施錠装置３１の連動杆３２の下側に設けられている鉤金具３３の下
端に更に下方へ延びる展開防止金具３２０１が係止する。この展開係止金具３２０１は、
シリンダ錠３５の操作によって連動杆３２を上方向又は下方向のうち予め定められた方向
に移動させると、外枠１１に対する遊技機ベースユニット２２の施錠状態が解除される。
外枠１１に対する遊技機ベースユニット２２の施錠状態とされるようになっている。
【００８２】
　更に、本発明のヒンジ部材２２０１は回動弾性部材２２１６により常時展開するように
なっている。そこで、このように、運搬時、格納時には遊技機ベースユニット２２にヒン
ジ部材２２０１を格納してコンパクトにする必要がある。そこで、この遊技機ベースユニ
ット２２にヒンジ部材２２０１と並行状態にするために、施錠装置３１の鉤金具３３に展
開防止金具３２０１を設けた。
【００８３】
　外枠１１に対して遊技機ベースユニット２２を閉鎖した際には、鉤金具３３が外枠１１
の右側の板材１３に設けられた受け金具３４に係止され、施錠装置３１により施錠状態と
されるようになっている。なお、展開防止金具２２２２は、ヒンジ部材２２０１の被係止
部２２２１とは完全に密着せず、いわゆる「遊び」を設けている。これはヒンジ部材２２
０１、遊技機ベースユニット２２の設置状態のずれが生じたときにも対応でき、汎用性を
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高めるようにするためである。
【００８４】
　図１７は上側支持金具１７（ヒンジ板１７ａ）と係合金具２２０３を備えた外枠１１に
、上側支持金具１７（ヒンジ受け金具１７ｂ）とヒンジ部材２２０１を備えた遊技機主部
２１を、掛け止める状態を示す分解斜視図である。
　遊技機１０を構成する遊技機主部２１には、その遊技機ベースユニット２２の上面部に
、容易に着脱することができるヒンジ受け具１７ｂ（上側支持金具１７）を備えている。
このヒンジ受け金具１７ｂは、外枠１１に設けられたヒンジ板１７ａ（上側支持金具１７
）の軸部材１７０５に着脱自在に掛け止められる。
【００８５】
　遊技機１０でも、実施例１と同様に遊技機１０を構成する遊技機主部２１は、その遊技
機ベースユニット２２の底面部に、この遊技機ベースユニット２２の横方向と略同じ長さ
を有するヒンジ部材２２０１を備えている。また、外枠１１には、その内側下部に係合金
具２２０３が備えられている。このヒンジ部材２２０１は遊技機ベースユニット２２のヒ
ンジ板１７ａと共に、外枠１１に対する遊技機主部２１のヒンジ機能を有する。
【００８６】
　一方、遊技機主部２１における回動先端側には、遊技機ベースユニット２２の背面に設
けられた鉤金具４４（図２参照）を挿入するための挿入孔４５が、外枠１１の上下方向に
離間させて複数設けられている。遊技機ベースユニット２２に対して遊技機前面ユニット
２３を閉鎖した状態では、遊技機前面ユニット２３の鉤金具４４が挿入孔４５内に入り込
み、鉤金具４４は上述した施錠装置３１に係止される。
【００８７】
＜着脱容易なヒンジ板１７ａ＞
　図１８は着脱容易なヒンジ受け具１７ｂに掛け止める外枠１１側のヒンジ板１７ａを示
す拡大斜視図である。
　ヒンジ板１７ａは、この拡大斜視図に示すように、外枠１１の左上部の上側支持金具１
７を構成する部材である。ヒンジ板１７ａは、例えば金属製の舌片１７０１を外枠１１の
左上部に固定したものである。なお、図示したヒンジ板１７ａは外枠１１の上部角部に密
着固定するように一側を曲折した形状を有する。この実施例では、更に外枠１１の上部に
段差部１７０２を形成し、この段差部１７０２に舌片１７０１を隙間なく配置するように
固定した。図示例では、舌片１７０１に２箇所のねじ孔を設け、ここにねじ１７０３で止
めた。このように段差部１７０２に舌片１７０１を固定することで、舌片１７０１を外枠
１１の左上部に強固に固定することができる。
【００８８】
　金属製の舌片１７０１の一部１７０４は、前方へ即ち遊技機主部２１側に突出した形状
になり、そこに軸部材１７０５を下方へ向けて突出させている。この軸部材１７０５の適
切な位置、即ち外枠１１の前面から軸部材１７０５の中心までの張り出した距離Ｌ１は、
遊技機主部２１のヒンジ受け金具１７ｂに掛け止めた際に、この回動の中心軸にして遊技
機主部２１を開閉できるような距離にする。
【００８９】
　軸部材１７０５の下方への突出長Ｌ２は、ヒンジ受け具１７ｂの段差の高さＬ３と略同
じである。これにより、軸部材１７０５に対して、後述するヒンジ受け金具１７ｂの長孔
１７０６の低い部分１７１０から、水平方向に差し込むように掛け止められる。
【００９０】
　軸部材１７０５の先端は、逆円錐台形状をしている。これは後述するヒンジ受け金具１
７ｂの長孔１７０６に位置決めを容易にするためである。軸部材１７０５の位置が、ヒン
ジ受け金具１７ｂの長孔１７０６の隙間に完全に一致していなくても、この先端の傾斜部
分が軸中心に案内する作用があり、容易に掛け止めることができる。そこで、軸部材１７
０５をヒンジ受け金具１７ｂの長孔１７０６に迅速に掛け止めることができる。
【００９１】
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＜着脱容易なヒンジ受け金具１７ｂ＞
　図１９は着脱容易なヒンジ受け金具１７ｂの上方からの状態を示す拡大斜視図である。
　ヒンジ受け金具１７ｂは、この拡大斜視図に示すように、金属製の板材を横断面が略Ｕ
字形状に曲折した部材から成り、更にこの曲折した部材の上側の途中に段差Ｌ３を形成し
ている。この段差Ｌ３部分は、ヒンジ板１７ａの軸部材１７０５の突出長Ｌ２と略同じ長
さである。また、この段差Ｌ３部分にはこの軸部材１７０５が通過できる長孔１７０６が
形成されている。長孔１７０６の長手方向の形成方向は、遊技機主部２１の板面に対して
直角な方向になる。これにより、本発明は、外枠１１に対して、遊技機主部２１を押し込
むような動作で組み付けることができる。
【００９２】
　このヒンジ受け金具１７ｂの内部には、軸部材１７０５が掛け止められた際に、この軸
部材１７０５が抜けないように、抜け止め構造１７０７が設けられている。この抜け止め
構造１７０７は、ヒンジ受け金具１７ｂを構成する板材の間で、軸部材１７０５を掛け止
める長孔１７０６の長手方向に直角に移動する抜け止め具１７０８が設けられている。こ
の抜け止め具１７０８は、軸部材１７０５が長孔１７０６内を移動するときに、容易に移
動するように溝内に収納された部材である。例えば、図示するように、平面視で平行四辺
形の部材からなる。この抜け止め具１７０８はコイルばねのような弾性部材１７０９で長
孔１７０６側の方向に常時押圧するようになっている。
【００９３】
　なお、抜け止め具１７０８の形状はこの平面視で平行四辺形状の部材に限定されない。
軸部材１７０５に当たる面は、平面視で傾斜した面が必要である。しかし、抜け止め構造
１７０７内では、弾性部材１７０９で押圧できればよいので、平面視で略三角形状、又は
略台形状の部材に代えることも可能である。また、弾性部材１７０９も図示例の１本のコ
イルばねに現地されず、複数本のコイルばね又は板ばねに代えることも可能である。
【００９４】
　長孔１７０６は、段差Ｌ３部分の高さが異なる低い位置１７１０と高い位置１７１１か
ら成る。高い位置１７１１の最奥の位置１７１２は、抜け止め具１７０８の側面により、
軸部材１７０５は回動するが、抜けない程度の外径を形成し得るようになっている。
　なお、軸部材１７０５を外す際は、例えば突出した状態の抜け止め具１７０８を、工具
を用いて、長孔１７０６を閉鎖している状態を一時開放し、軸部材１７０５を長孔１７０
６内で移動させ、低い位置１７１０側から抜けるようにする。
【００９５】
＜ヒンジ受け金具１７ｂの動作説明＞
　図２０は軸部材１７０５にヒンジ受け金具１７ｂを掛け止める状態を示す拡大平面図で
あり、（ａ）は軸部材１７０５にヒンジ受け金具１７ｂを掛け止める状態、（ｂ）は掛け
止める途中の状態、（ｃ）は掛け止めた状態である。
　図２０（ａ）に示すように、外枠１１の軸部材１７０５に向けて、遊技機主部２１をそ
のヒンジ受け金具１７ｂの長孔１７０６の低い位置１７１０から水平方向に差し込む。こ
のとき長孔１７０６の低い位置１７１０は、軸部材１７０５と干渉することなく通過する
ことができる。従来のように微妙に遊技機主部２１を傾けて掛け止める必要がないので、
遊技機主部２１を容易に取り扱うことができる。
【００９６】
　次に、図２０（ｂ）に示すように、遊技機主部２１を更に外枠１１側へ押し込むと、軸
部材１７０５がヒンジ受け金具１７ｂの長孔１７０６の高い位置１７１１まで移動し、こ
こで抜け止め具１７０８に当たる。この抜け止め具１７０８がある位置は、長孔１７０６
の高い位置１７１１になり、その周囲が立ち上がった状態になり、軸部材１７０５が抜け
ない位置になる。この抜け止め具１７０８は略並行四辺形状になるので、その斜面部分に
軸部材１７０５が当たると、この斜面部分を押圧する力は、そのまま抜け止め具１７０８
を横方向への押圧する力として作用する。そこで、抜け止め具１７０８の弾性部材１７０
９に抗して、軸部材１７０５は抜け止め具１７０５を通過して長孔１７０６の高い位置１
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７１１の最奥端部１７１２まで移動する。
【００９７】
　最後に、図２０（ｃ）に示すように、軸部材１７０５は長孔１７０６の高い位置１７１
１の最奥端部１７１２まで移動すると、抜け止め具１７０８を通過した状態になる。抜け
止め具１７０８は弾性部材１７０９の付勢力により、元の位置まで戻る。この抜け止め具
１７０８と長孔１７０６の最奥端部１７１２との間で、回動するが抜けない状態になる。
これにより遊技機主部２１と外枠２２の上側支持金具１７（１７ａ、１７ｂ）の取り付け
が完了する。
【００９８】
　図２１は遊技機主部２１を外枠１１に取り付ける状態を示す斜視図である。
　この変形例のヒンジ受け金具１７ｂとヒンジ部材２２０１を備えた遊技機主部２１は、
このヒンジ部材２２０１を遊技機主部２１に装着した状態で、係合金具２２０３を備えた
外枠１１に、水平方向に移動するように掛け止めることができる。
　先ず、遊技機主部２１の下側では、施錠装置３１によりヒンジ部材２２０１を遊技機主
部２１に並行に固定した状態にする。この状態で遊技機主部２１を外枠１１に並行に移動
させるように嵌め込む。このときは、遊技機主部２１の上側では、ヒンジ受け金具１７ｂ
をヒンジ板１７ａの軸部材１７０５に掛け止められる。また、遊技機主部２１の下側では
、遊技機主部２１のヒンジ部材２２０１が、外枠１１の係合金具２２０３に掛け止められ
る。
【００９９】
＜遊技機主部２１を外枠１１に取り付ける状態＞
　図２２は遊技機主部２１を外枠１１に取り付ける状態を示す斜視断面図であり、（ａ）
はヒンジ部材２２０１を係合金具２２０３に取り付ける前の状態、（ｂ）は取り付ける途
中の状態、（ｃ）は取り付けた状態である。
　遊技機主部２１を外枠１１に取り付ける際には、遊技機主部２１と外枠１１の上側では
、ヒンジ板１７ａ（軸部材１７０５）とヒンジ受け金具１７ｂとは上述した動作により掛
け止められる。一方、遊技機主部２１と外枠１１の下側では、次に示すような動作により
掛け止められる。
【０１００】
　図２２（ａ）に示すように、嵌合ピン２２０６は弾性部材２２０９の付勢力で先端部が
、係合金具２２０３の嵌合挿通孔２２０７からその半球状部分のみが露出するようになっ
ている。遊技機主部２１を外枠１１に嵌合させるときは、図２２（ｂ）に示すように、こ
の嵌合ピン２２０６の先端部は半球状に形成されているために、ヒンジ部材２２０１の下
面が、係合金具２２０３面上をスライドする際に、嵌合ピン２２０６は弾性部材２２０９
に抗して容易に内部に引っ込む。そこで、ヒンジ部材２２０１をスライドさせることがで
きる。
【０１０１】
　そのまま、遊技機主部２１を外枠１１に完全に嵌合させると、図２２（ｃ）に示すよう
に、ヒンジ部材２２０１の嵌合孔２２０５の位置になると、弾性部材２２０９の付勢力で
嵌合ピン２２０６の先端部が、各嵌合挿通孔２２０７を通過し、嵌合孔２２０５に嵌合し
、位置決めとしての機能を発揮する。
【０１０２】
　図２３は遊技機主部２１を外枠１１に取り付ける状態を示す縦断面図であり、（ａ）は
ヒンジ部材２２０１を嵌合ピン２２０６に取り付ける前の状態、（ｂ）は嵌合させる途中
の状態、（ｃ）は取り付けた状態である。
　遊技機主部２１（ヒンジ部材２２０１）と外枠１１の係合金具２２０３とを確実に固定
するために、支持部材２２０８には嵌合ピン２２０６のストッパ２２１１が水平方向にス
ライドするように設けられている。このストッパ２２１１は、図２３（ａ）に示すように
、嵌合ピン２２０６が嵌合孔２２０５に嵌合している状態を維持する。このストッパ２２
１１は、嵌合ピン２２０６の外径よりやや広い幅を有する長孔２２１２を有し、かつこの
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長孔２２１２の一部は薄い部分２２１３と一部は厚い部分２２１４（嵌合ピン２２０６の
可動を阻止する位置）とからなっている。通常は、図２３（ａ）に示すように、嵌合孔２
２０５から突出するように付勢されているが、上方から内部に押すと弾性部材２２０９の
付勢力に抗して嵌合ピン２２０６が内部に没するようになっている。
【０１０３】
　図２３（ｂ）に示すように、このストッパ２２１１の長孔２２１２の厚い部分２２１４
を、嵌合ピン２２０６側に移動させると、嵌合ピン２２０６の第２フランジ２２１５がこ
の長孔２２１２の厚い部分２２１４で固定され、図２３（ｃ）に示すように、嵌合ピン２
２０６の突出した状態が維持される。これらのストッパ２２１１は数箇所それぞれで、嵌
合ピン２２０６を固定するようにする。これにより、ヒンジ部材２２０１が係合金具２２
０３から離脱しなくなり、強固に固定することができる。
【０１０４】
　一方、ヒンジ部材２２０１を外枠１１の係合金具２２０３から取り外すときは、先ず各
支持部材２２０８のストッパ２２１１を引く。このとき嵌合ピン２２０６を固定している
第２フランジ２２１５からストッパ２２１１が外れ、嵌合ピン２２０６は上下自由に可動
し得るようになる。
　次に、ヒンジ部材２２０１の下面が係合金具２２０３面上をスライドする際に、各嵌合
ピン２２０６は弾性部材２２０９に抗して容易に内部に引っ込み、このヒンジ部材２２０
１を係合金具２２０３から外すことができる。
【０１０５】
　なお、実施例１の変形例として、上述した外枠１１に設けた係合金具２２０３を、遊技
機用島設備に固定された取付枠に設けることも可能である（図示していない）。予め、上
述した外枠１１と同じ構造の部材がホールの島に設けられている場合は、展開自在のヒン
ジ部材２２０１を備えた遊技機主部２１をこの取付枠に嵌め込むだけで遊技機１０の入れ
替えが短時間で完了する。
　この変形例は、外枠１１に設けられた係合金具２２０３が取付枠に設けられたこと以外
は、上述した構成と同様である。例えば、ヒンジ部材には、その長手方向に数箇所の固定
用の係合横孔が開けられ、取付枠の係合金具は、各係合横孔に係合する係合片が複数形成
され、それぞれの係合片が係合横孔に係合するようになっている。
　取付枠の係合金具には、その長手方向に数箇所に位置決め用の出没自在になる嵌合ピン
を備え、ヒンジ部材に開けられた嵌合孔に、各嵌合ピンが嵌合するようになっている。取
付枠の係合金具には、ヒンジ部材の嵌合孔に嵌合している嵌合ピンをストッパで下から固
定するようになっている。
【実施例２】
【０１０６】
＜Ｌ字状枠部材２２２１の全体構成＞
　図２４は実施例２の略Ｌ字形状の取付部材を構成するＬ字状枠部材２２２１と外枠１１
を示す分解斜視図である。
　実施例２の取付部材は、略Ｌ字形状をなすＬ字状枠部材２２２１である。このＬ字状枠
部材２２２１は、遊技機１０を構成する外枠１１に嵌合させるために、その遊技機ベース
ユニット２２の縦方向と横方向それぞれと略同じ長さを有する略Ｌ字形状を有する。この
Ｌ字状枠部材２２２１は、その下部に下側ヒンジ部材２２２２を、この下側ヒンジ部材２
２２２の長手方向の一端（図示例では左端）に上方へ立ち上げた連結縦棒２２２３を、こ
の連結縦棒２２２３の上部に上側ヒンジ部材２２２４を設けた枠部材である。このＬ字状
枠部材２２２１は、そのまま外枠１１に着脱自在に取り付けることができる。
【０１０７】
＜Ｌ字状枠部材２２２１の下側ヒンジ部材２２２２の構成＞
　Ｌ字状枠部材２２２１の下側ヒンジ部材２２２２は、図２４に示すように、実施例１の
ヒンジ部材２２０１と略同様な構成の部材であり、外枠１１の奥行きと略同じ幅を有する
細長い板状の金属製又は合成樹脂製の部材である。下側ヒンジ部材２２２２は、その長手
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方向の一側端縁に、数箇所の固定用の係合横孔２２０２が開けられている。係合横孔２２
０２は、下側ヒンジ部材２２２２の金属板又は合成樹脂板をその一側端縁を曲折し、その
曲折した部分に開けられたものである。
【０１０８】
　外枠１１は、図１２に示したように、その内側下部に係合金具２２０３が備えられてい
る。この係合金具２２０３には、Ｌ字状枠部材２２２１の下側ヒンジ部材２２２２の係合
横孔２２０２に、水平方向から係合する係合片２２０４が複数形成されている。図示例の
係合金具２２０３には、金属製又は合成樹脂製の板材の４箇所に舌片を突出させ、この舌
片の先端部を横断面が横Ｕ字状になるように曲折して成る係合片２２０４を備えている。
各係合片２２０４は、下側ヒンジ部材２２２２の係合横孔２２０２にそれぞれ係合する。
このように形成することで、下側ヒンジ部材２２２２即ち遊技機ベースユニット２２を、
係合金具２２０３即ち外枠１１に強固に取り付けることができる。これは一例であり、こ
のような１枚構成の金具（合成樹脂製）に代えて、それぞれの係合横孔２２０２に係合す
る位置に数個の係合片２２０４を配置する手段でもよい。
【０１０９】
　また、外枠１１の係合金具２２０３には、その数箇所に位置決め用の嵌合ピン２２０６
を挿通させる嵌合挿通孔２２０７が開けられている。各嵌合挿通孔２２０７の配置間隔は
、Ｌ字状枠部材２２２１の下側ヒンジ部材２２２２の嵌合孔２２０５の配置間隔と整合さ
せてある。
【０１１０】
　一方、下側ヒンジ部材２２２２には、図２４に示すように、数箇所に位置決め用の嵌合
孔２２０５が上下方向に開けられている。各嵌合孔２２０５には、外枠１１に設けられた
係合金具２２０３を構成する部材の下面から上方へ付勢された嵌合ピン２２０６が着脱自
在に嵌合する。図１３に示したように、この嵌合ピン２２０６は先端（図示上は上端）が
半球状になっている。
【０１１１】
　後述するように下側ヒンジ部材２２２２の連結縦棒２２２３に隣接して、遊技機主部２
１の開閉を可能にする回動軸（回動ボス）２２２５を上方へ向けて突設してある。更に、
この回動軸（回動ボス）２２２５に隣接して、弾性部材２２１６を掛け止める係止片２２
１９を設けている。この弾性部材２２１６は遊技機主部２１を容易に開閉できるように、
重たい遊技機主部２１が開く方向へ付勢力を働かせている。
【０１１２】
＜Ｌ字状枠部材２２２１の連結縦棒２２２３の構成＞
　Ｌ字状枠部材２２２１の連結縦棒２２２３は、図２４に示すように、文字通り下側ヒン
ジ部材２２２２と上側ヒンジ部材２２２４とを連結する棒状の部材である。この連結縦棒
２２２３は、金属又は合成樹脂製から成る細長い板材である。図示するように、この連結
縦棒２２２３の下部にねじ挿通孔２２２６を設けている。このねじ挿通孔２２２６からね
じ２２２７を通し、上側ヒンジ部材２２２４の端部に螺着している。
【０１１３】
　この連結縦棒２２２３は、外枠１１の縦枠の隙間に挟まる程度の細い部材が好ましい。
太い部材であると、外枠１１の縦枠と干渉しやすくなるからである。また、この連結縦棒
２２２３は下側ヒンジ部材２２２２と上側ヒンジ部材２２２４とを外枠１１の所定位置に
取り付ける機能を果たせばよいので、物理的強度はそれほど要求されない。
【０１１４】
　一方、連結縦棒２２２３の横幅を自由に設定することで、前枠の厚み（奥行き）の調整
になる。即ち、遊技機の機種に応じて、前枠の厚み（奥行き）が短いときは、連結縦棒２
２２３の横幅を長くし、逆に前枠の厚み（奥行き）が長いときは、連結縦棒２２２３の横
幅を短くする。遊技場の外枠は同じものであっても、このように遊技機の機種に応じて、
薄いものから厚いものまで様々な遊技機に対応することができ、汎用性が高い。
【０１１５】
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＜Ｌ字状枠部材２２２１の上側ヒンジ部材２２２４と上側ヒンジ受け部１７２１の構成＞
　図２５は上側ヒンジ部材２２２４と上側ヒンジ受け部１７２１を示す斜視図であり、（
ａ）は外枠１１の上側ヒンジ受け部１７２１に上側ヒンジ部材２２２４が嵌合する前の状
態、（ｂ）は上側ヒンジ受け部１７２１に上側ヒンジ部材２２２４が嵌合している状態、
（ｃ）は上側ヒンジ受け部１７２１に上側ヒンジ部材２２２４が嵌合した状態である。図
２６は上側ヒンジ受け部１７２１に上側ヒンジ部材２２２４が嵌合する途中の状態を示し
、（ａ）は一部切断した斜視図、（ｂ）は側断面図である。図２７は上側ヒンジ受け部１
７２１に上側ヒンジ部材２２２４が嵌合した状態を示し、（ａ）は一部切断した斜視図、
（ｂ）は側断面図である。
　Ｌ字状枠部材２２２１の上側ヒンジ部材２２２４は、図２４に示すように、外枠１１の
左上部に固定した上側ヒンジ受け部１７２１と嵌合した状態でヒンジの一部として機能す
る部材である。上側ヒンジ受け部１７２１は例えば金属製又は合成樹脂製の略Ｔ字形状の
板材から成り、このＴ字の横棒の一方を曲折し、この位置にねじ挿通孔１７２２を開け、
このねじ挿通孔１７２２からねじ２２２７を通し、連結縦棒２２２３上部のねじ挿通孔２
２２６で螺着している。
【０１１６】
　上側ヒンジ部材２２２４は、Ｔ字の縦棒に相当する舌片の先端、即ち遊技機主部２１側
に突出した形状になり、そこに軸部材２２２９を下方へ向けて突出させている。この軸部
材２２２９の適切な位置、即ち外枠１１の前面から軸部材２２２９の中心までの張り出し
た距離Ｌ２１は、図２５（ｃ）に示すように、遊技機主部２１の軸部材２２２９に掛け止
めた際に、この回動の中心軸にして遊技機主部２１を開閉できるような距離にする。この
軸部材２２２９の中心線は、上述した下側ヒンジ部材２２２２の回動軸（回動ボス）２２
２５の中心線と同一方向にあり、この間に取り付けた遊技機主部２１の開閉を可能にする
。
【０１１７】
　上側ヒンジ部材２２２４は、軸部材２２２９の反対側、即ちＴ字の横棒の中間に相当す
る位置に、着脱自在に上側ヒンジ受け部１７２１に嵌合する係合構造を有する。上側ヒン
ジ部材２２２４には、金属製又は合成樹脂製の抜け止係合片２２３０が取り付けられてい
る。この抜け止係合片２２３０は、その先端に上方から手前に折り曲げられた抜け止部２
２３１を有する。この抜け止係合片２２３０は、その後端には上側ヒンジ部材２２２４に
ねじ止めされている。
【０１１８】
　一方、外枠１１の上側ヒンジ受け部１７２１は、この抜け止係合片２２３０が通過でき
る程度の通過凹部１７２３を有し、かつこの通過凹部１７２３は、図２６の（ｂ）の断面
図に示すように、差し込む方向（図示例では左方向）に下向きに傾斜面１７２４を有する
。この上側ヒンジ受け部１７２１は、この通過凹部１７２３の先には、抜け止係合片２２
３０の抜け止部２２３１が引っかかるように、上側ヒンジ受け部１７２１の内部天井に下
向きに凹み段差１７２５が形成されている。抜け止係合片２２３０には長孔２２３４が形
成されている。
【０１１９】
＜Ｌ字状枠部材２２２１の下側ヒンジ部材２２２２と上側ヒンジ部材２２２４の組み付け
方法＞
　Ｌ字状枠部材２２２１を外枠１１に取り付ける方法を説明する。
　先ず、図２５（ａ）に示すように、Ｌ字状枠部材２２２１の上側ヒンジ部材２２２４は
その抜け止係合片２２３０を、外枠１１の上側ヒンジ受け部１７２１の通過凹部１７２３
に差し込む。このとき、抜け止係合片２２３０は、図２５（ｂ）と図２６（ａ）（ｂ）に
示すように、抜け止係合片２２３０は金属製又は合成樹脂製から成る部材であるために、
先端の抜け止部２２３１が上側ヒンジ受け部１７２１の端縁に当たり、そのまま押し込め
ば、可撓性を有するので、抜け止係合片２２３０は下方へ撓み、上側ヒンジ受け部１７２
１の内部天井の内部に進入する。このとき抜け止係合片２２３０は通過凹部１７２３に傾
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斜面１７２４があるので、その傾斜面で容易に撓むことができる。
【０１２０】
　次に、そのまま抜け止係合片２２３０を押し込むことにより、抜け止係合片２２３０の
抜け止部２２３１が、図２７（ａ）（ｂ）に示すように、凹み段差１７２５に引っかかり
嵌合が完了する。これにより、Ｌ字状枠部材２２２１の上側ヒンジ部材２２２４は、外枠
１１の上側ヒンジ受け部１７２１から抜けなくなる。
【０１２１】
　この上側ヒンジ部材２２２４の組み付けと同時に、Ｌ字状枠部材２２２１の下側ヒンジ
部材２２２２も、図１２、図１３に示したものと略同様な構成である外枠１１に設けられ
た係合金具２２０３に取り付けられる。係合金具２２０３には、図１３に示したように、
支持部材２２０８に上下方向に出没自在に支持された嵌合ピン２２０６が設けられている
。この嵌合ピン２２０６は、支持部材２２０８に内装されたコイルばね等の弾性部材２２
０９により、第１フランジ２２１０で上方へ付勢されている。
【０１２２】
　下側ヒンジ部材２２２２を嵌合ピン２２０６に嵌合させるとき、即ち遊技機主部２１を
外枠１１に嵌合させるときは、図１３（ｂ）に示したように、この嵌合ピン２２０６の先
端部は半球状に形成されているために、下側ヒンジ部材２２２２の下面が、係合金具２２
０３面上をスライドする際に、嵌合ピン２２０６は弾性部材２２０９に抗して容易に内部
に引っ込む。下側ヒンジ部材２２２２をスライドさせることができる。
【０１２３】
　そのまま、遊技機主部２１を外枠１１に完全に嵌合させると、図１３（ｃ）に示したよ
うに、下側ヒンジ部材２２２２の嵌合孔２２０５の位置になると、弾性部材２２０９の付
勢力で嵌合ピン２２０６の先端部が、各嵌合挿通孔２２０７を通過し、嵌合孔２２０５に
嵌合し、位置決めとしての機能を発揮する。
【０１２４】
　更に、下側ヒンジ部材２２２２と外枠１１の係合金具２２０３とを確実に固定するため
に、支持部材２２０８には嵌合ピン２２０６のストッパ２２１１が水平方向にスライドす
るように設けられている。このストッパ２２１１は、図１３（ａ）に示したように、嵌合
ピン２２０６が嵌合孔２２０５に嵌合している状態を維持するものである。このストッパ
２２１１は、嵌合ピン２２０６の外径よりやや広い幅を有する長孔２２１２を有し、かつ
この長孔２２１２の一部は薄い部分２２１３（嵌合ピン２２０６の出没を可能にする位置
）と一部は厚い部分２２１４（嵌合ピン２２０６の可動を阻止する位置）とからなってい
る。通常は、図１３（ａ）に示すように、嵌合孔２２０５から突出するように付勢されて
いるが、上方から内部に押すと弾性部材２２０９の付勢力に抗して嵌合ピン２２０６が内
部に没するようになっている。
【０１２５】
　図１３（ｂ）に示したように、このストッパ２２１１の長孔２２１２の厚い部分２２１
４を、嵌合ピン２２０６側に移動させると、嵌合ピン２２０６の第２フランジ２２１５が
この長孔２２１２の厚い部分２２１４で固定され、図１３（ｃ）に示したように、嵌合ピ
ン２２０６の突出した状態が維持される。これらのストッパ２２１１は数箇所それぞれで
、嵌合ピン２２０６を固定するようにする。これにより、下側ヒンジ部材２２２２が係合
金具２２０３から離脱しなくなり、強固に固定することができる。
【０１２６】
＜遊技機主部２１を取り付けたＬ字状枠部材２２２１を外枠１１に装着＞
　図２８は実施例２のＬ字状枠部材２２２１を備えた遊技機主部２１を、外枠１１に装着
させる状態を示す斜視図である。図２９は実施例２のＬ字状枠部材２２２１を備えた遊技
機主部２１を、外枠１１に装着させた状態を示す斜視図である。
　このように構成されたＬ字状枠部材２２２１は、遊技機主部２１を下側ヒンジ部材２２
２２の回動軸（回動ボス）２２２５と、上側ヒンジ部材２２２４の軸部材２２２９により
回動自在に取り付ける。図２８、図２９に示すように、遊技機ベースユニット２２に取り



(23) JP 5772431 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

付けられたＬ字状枠部材２２２１の下側ヒンジ部材２２２２を、外枠１１の係合金具２２
０３に嵌合させる。遊技機主部２１の遊技機ベースユニット２２に取り付けられた上側ヒ
ンジ部材２２２４を、外枠１１に設けられた上側ヒンジ受け部１７２１に装着する。同時
に、遊技機ベースユニット２２に取り付けられたＬ字状枠部材２２２１の下側ヒンジ部材
２２２２を係合金具２２０３に嵌合させる。このとき下側ヒンジ部材２２２２は、外枠１
１の係合金具２２０３に嵌合させることにより、遊技機主部２１と外枠１１とを強固に嵌
合させることができる。即ち、実施例２のＬ字状枠部材２２２１は、下側ヒンジ部材２２
２２と上側ヒンジ部材２２２４とを、同時に平行に移動させるように外枠１１に装着でき
る。
【０１２７】
　このときに、実施例２の下側ヒンジ部材２２２２は、図２８に示すように、遊技機ベー
スユニット２２から展開した状態にすると、そのまま遊技機主部２１（遊技機ベースユニ
ット２２）を自立させることができる。一方、図２９に示すように、下側ヒンジ部材２２
２２を遊技機ベースユニット２２と平行に維持することで、従来の外枠と一体になった遊
技機１０と比較してコンパクトに取り扱うことができる。　
【０１２８】
＜Ｌ字状枠部材２２２１の下側ヒンジ部材２２２２と上側ヒンジ部材２２２４を外す方法
＞
　Ｌ字状枠部材２２２１を外枠１１から外す方法を説明する。
　Ｌ字状枠部材２２２１の下側ヒンジ部材２２２２を外枠１１から外すときは、先ず、下
側ヒンジ部材２２２２を外枠１１の係合金具２２０３に強固に固定している各ストッパ２
２１１を引く。嵌合ピン２２０６は可動自在であり、この嵌合ピン２２０６の先端部は半
球状に形成されているために、下側ヒンジ部材２２２２の下面が、係合金具２２０３面上
をスライドする際に、嵌合ピン２２０６は弾性部材２２０９に抗して容易に内部に引っ込
む。そこで、下側ヒンジ部材２２２２をスライドさせることができる。下側ヒンジ部材２
２２２を外枠１１の係合金具２２０３から外すことができる。
【０１２９】
　上側ヒンジ部材２２２４を外すときは、図２７（ｂ）に示すように、遊技機主部２１を
開放状態とし、上側ヒンジ部材２２２４の下方からニッパなどの工具を用いて抜け止係合
片２２３０の一部を破壊する。例えば長孔２２３４の両側を切断する。上側ヒンジ部材２
２２４を、外枠１１の上側ヒンジ受け部１７２１から外すことができる。抜け止係合片２
２３０が破壊、切断されると、再度の取付が不能となり、不正の根拠を発見しやすくなる
。なお、この抜け止係合片２２３０のみを交換すれば、上側ヒンジ部材２２２４は何回で
も使用することができる。
【０１３０】
　または、抜け止係合片２２３０の長孔２２３４に、釘の頭部のような部材からなる工具
を掛け止め、そのまま下方へ引いて、抜け止係合片２２３０の抜け止め部２２３１を凹み
段差１７２５から外す方法もある（図示していない）。例えば、この工具の頭部は略長円
形状になり、これを抜け止係合片２２３０の長孔２２３４に差し込んだ後、工具の軸周り
に回動させ、掛け止めて下方へ引く。
【０１３１】
　このように、実施例２のＬ字状枠部材２２２１では、外枠１１は遊技場に設置したまま
で、遊技機主部２１（遊技機ベースユニット２２）のみを簡単かつ迅速に交換することが
できる。そこで、外枠１１の共通化を図ることができ、様々な機種の遊技機主部２１に対
応することができる。遊技機主部２１の取り外しには、開放操作を必須とするために、不
正行為を防止する。
【０１３２】
　実施例２のＬ字状枠部材２２２１は、実施例１と比較して、下側ヒンジ部材２２２２と
上側ヒンジ部材２２２４とを、同時に平行に移動させるように外枠１１に装着できるとい
う効果がある。このＬ字状枠部材２２２１の共通化を図ることで、様々な機種の遊技機１
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０に対応することができる。また、Ｌ字状枠部材２２２１の取り外しには、遊技機主部２
１の開放操作を必須とするために、不正行為を防止することも可能である。これらのＬ字
状枠部材２２２１を遊技機主部２１側に組付けた状態とすることで、機種変更時にはヒン
ジ軸（回動軸２２２５，軸部材２２２９）の位置変更にも容易に対応できるという効果が
ある。
【実施例３】
【０１３３】
＜四角状枠部材２２４１の全体構成＞
　図３０は実施例３の略四角形状の取付部材を構成する四角状枠部材２２４１と外枠１１
を示す分解斜視図である。
　実施例３の取付部材は、略四角形状をなす四角状枠部材２２４１ある。この四角状枠部
材２２４１は、遊技機１０を構成する外枠１１に嵌合させるために、上述した下側ヒンジ
部材２２２２、上側ヒンジ部材２２２４とこれらを繋ぐ連結縦棒２２２３に加えて、施錠
装置３１を構成する受け金具３４を更に備えたものである。この受け金具３４を取り付け
る縦板材２２４２を下側ヒンジ部材２２２２の端部にねじ止めし、この縦板材２２４２の
上端部と、上側ヒンジ部材２２２４とを連結する水平板材２２４３で略四角形状に構成し
た部材である。この四角状枠部材２２４１も、そのまま外枠１１に着脱自在に取り付ける
ことができる。
【０１３４】
＜四角状枠部材２２４１の下側ヒンジ部材２２２２の構成＞
　四角状枠部材２２４１の下側ヒンジ部材２２２２は、図２４に示したように、実施例２
のＬ字状枠部材２２２１と略同様な構成の部材であり、外枠１１の奥行きと略同じ幅を有
する細長い板状の金属製又は合成樹脂製の部材であり、その長手方向の一側端縁に、数箇
所の固定用の係合横孔２２０２が開けられている。係合横孔２２０２は、下側ヒンジ部材
２２２２の金属板又は合成樹脂製をその一側端縁を曲折し、その曲折した部分に開けられ
たものである。
【０１３５】
＜四角状枠部材２２４１の連結縦棒２２２３の構成＞
　四角状枠部材２２４１の連結縦棒２２２３は、図２４に示したように、下側ヒンジ部材
２２２２と上側ヒンジ部材２２２４とを連結する棒状部材である。この連結縦棒２２２３
は、金属又は合成樹脂から成る細長い板材である。図示するように、この連結縦棒２２２
３の下部にねじ挿通孔２２２６を設けている。このねじ挿通孔２２２６からねじ２２２７
を通し、上側ヒンジ部材２２２４の端部に螺着している。
【０１３６】
＜四角状枠部材２２４１の上側ヒンジ部材２２２４の構成＞
　四角状枠部材２２４１の上側ヒンジ部材２２２４は、図２４に示したように、Ｌ字状枠
部材２２２１と略同様な構成であり、外枠１１の左上部に固定した上側ヒンジ受け部１７
２１と嵌合した状態でヒンジの一部として機能する部材である。上側ヒンジ部材２２２４
は、Ｔ字の縦棒に相当する舌片の先端、即ち遊技機主部２１側に突出した形状になり、そ
こに軸部材２２２９を下方へ向けて突出させている。この軸部材２２２９の中心線は、上
述した下側ヒンジ部材２２２２の回動軸（回動ボス）２２２５の中心線と同一方向にあり
、この間に取り付けた遊技機主部２１の開閉の可能にする。
【０１３７】
＜四角状枠部材２２４１の連結縦板材２２４２と水平板材２２４３の構成＞
　四角状枠部材２２４１を構成する連結縦板材２２４２には、外枠１１に直接取り付けら
れていた施錠装置３１を構成する受け金具３４を２箇所に設けている。これらの受け金具
３４には、上述したように、遊技機ベースユニット２２を閉鎖した際に、この遊技機ベー
スユニット２２に設けられている、上下一対の鉤金具３３を有する連動杆３２の各鉤金具
３３が係止される。これらの鉤金具３３の受け金具３４の係止により、施錠装置３１によ
る施錠状態となる。
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【０１３８】
　この連結縦板材２２４２は、その上部を水平板材２２４３で上側ヒンジ部材２２２４に
ねじ止め連結してある。このように構成することにより、これらの連結縦板材２２４２、
水平板材２２４３と連結縦棒２２２３の前後幅を自由に設定することで、前枠の厚み（奥
行き）の調整になる。即ち、遊技機の機種に応じて、前枠の厚み（奥行き）が短いときは
、連結縦板材２２４２、水平板材２２４３と連結縦棒２２２３の前後幅を長くし、逆に前
枠の厚み（奥行き）が長いときは、連結縦板材２２４２、水平板材２２４３と連結縦棒２
２２３の前後幅を短くする。遊技場の外枠は同じものであっても、このように遊技機の機
種に応じて、薄いものから厚いものまで様々な遊技機に対応することができ、汎用性が高
い。
【０１３９】
　実施例３の四角状枠部材２２４１は、連結縦板材２２４２に施錠装置３１を構成する受
け金具３４を設けているので、これらの受け金具３４（施錠装置３１）の位置を自由に変
更することができる。更に、その受け金具３４（施錠装置３１）の取付け個数も２個に限
定されず、１個又は３個と容易に変更でき、またその施錠装置３１の係合構造の異なるも
のに容易に対応することができるので、遊技機１０の機種に容易に合わせることができる
。
【０１４０】
＜四角状枠部材２２４１を外枠１１に装着＞
　図３１は実施例３の四角状枠部材２２４１を、外枠１１に装着させる状態を示す斜視図
である。図３２は実施例３の四角状枠部材２２４１を備えた遊技機主部２１を、外枠１１
に装着させた状態を示す斜視図である。
　このように構成された四角状枠部材２２４１は、遊技機主部２１（図示していない）を
下側ヒンジ部材２２２２の回動軸（回動ボス）２２２５と、上側ヒンジ部材２２２４の軸
部材２２２９により回動自在に取り付ける。図３０、図３１に示すように、遊技機ベース
ユニット２２を取り付ける四角状枠部材２２４１の下側ヒンジ部材２２２２を、外枠１１
の係合金具２２０３に嵌合させる。
【０１４１】
　遊技機主部２１の遊技機ベースユニット２２を取り付ける上側ヒンジ部材２２２４を、
外枠１１に設けられた上側ヒンジ受け部１７２１に装着する。次に、四角状枠部材２２４
１の下側ヒンジ部材２２２２を係合金具２２０３に嵌合させる。このとき下側ヒンジ部材
２２２２は、外枠１１の係合金具２２０３に嵌合させることにより、遊技機主部２１と外
枠１１とを強固に嵌合させることができる。
【０１４２】
　このときに、実施例１と実施例２と同様に、実施例３の下側ヒンジ部材２２２２は、遊
技機ベースユニット２２から展開した状態にすると、そのまま遊技機主部２１（遊技機ベ
ースユニット２２）を自立させることができる。一方、図３２に示すように、下側ヒンジ
部材２２２２を遊技機ベースユニット２２と平行に維持することで、従来の外枠と一体に
なった遊技機１０と比較してコンパクトに取り扱うことができる。
【０１４３】
＜四角状枠部材２２４１の外枠１１への組み付け方法＞
　実施例３の四角状枠部材２２４１は、上述した実施例２と同様に下側ヒンジ部材２２２
２は外枠１１の係合金具２２０３と嵌合させ、上側ヒンジ部材２２２４は外枠１１の上側
ヒンジ受け部１７２１と嵌合させる。その方法の詳細は上述したので省略する。
【０１４４】
＜四角状枠部材２２４１を外枠１１から外す方法＞
　実施例３の四角状枠部材２２４１を外枠１１から外すときも、上述した実施例２と同様
に下側ヒンジ部材２２２２は外枠１１の係合金具２２０３から外し、上側ヒンジ部材２２
２４は外枠１１の上側ヒンジ受け部１７２１から外す。その方法の詳細も上述したので省
略する。
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【０１４５】
　このように、実施例３の四角状枠部材２２４１でも、外枠１１は遊技場に設置したまま
で、遊技機主部２１（遊技機ベースユニット２２）のみを簡単かつ迅速に交換することが
できる。そこで、外枠１１の共通化を図ることができ、様々な機種の遊技機主部２１に対
応することができる。遊技機主部２１の取り外しには、開放操作を必須とするために、不
正行為を防止できる。
【０１４６】
　実施例３の四角状枠部材２２４１も、実施例１と比較して、下側ヒンジ部材２２２２と
上側ヒンジ部材２２２４とは、外枠１１に同時に平行に移動させるように装着できるとい
う効果がある。この四角状枠部材２２４１の共通化を図ることで、様々な機種の遊技部材
に対応することができる。また、この四角状枠部材２２４１の取り外しにも、遊技機主部
２１の開放操作を必須とするために、不正行為を防止することも可能である。この四角状
枠部材２２４１を遊技機主部２１側に組付けた状態とすることで、機種変更時にはヒンジ
軸（回動軸２２２５，軸部材２２２９）の位置変更にも容易に対応できるという効果があ
る。
【実施例４】
【０１４７】
　図３３は実施例４の遊技機１０の傾斜の調節機能を有する四角状枠部材２２５１と外枠
１１０１を示す分解斜視図である。図３４は実施例４の遊技機１０の傾斜の調節機能を有
する四角状枠部材２２５１と外枠１１０１を示す斜視図である。
　実施例４の遊技機１０は、遊技盤６１の傾斜角度を調節する機能を具備した構造にした
。遊技機１０即ち遊技盤６１は上述したように正確な垂直状態ではなく、傾斜して設置さ
れている。遊技盤６１を支持する遊技機主部２１は、その下部が手前即ち遊技者側に、遊
技機主部２１の上部が奥に引込んだ状態で設置されている。
【０１４８】
　この遊技盤６１の傾斜はホールや遊技機１０の機種によって異なる。基本的な傾斜角度
は、４分５厘が標準とされている。この遊技盤６１（遊技機主部２１）の傾斜が少し変化
するだけで、大きくスタート（回転数）に影響する。遊技盤６１は通常上部が奥に引込ん
だ状態のときに遊技球が回りやすい。これは遊技盤６１面上での遊技球の滞留時間が長く
なり、遊技盤６１からの入賞率が上昇するからである。
【０１４９】
　この遊技盤６１（遊技機主部２１）の傾斜は人の手で測られ、遊技機１０が島に取り付
けられるため、個々の遊技機１０によっても差が生じやすい。その遊技機１０ごとの差を
なくすように釘調整をするが、時々釘だけでは調整しきれないこともある。
【０１５０】
　しかし、遊技盤６１（遊技機主部２１）の傾斜は基本的には、新台の遊技機１０の入替
時に傾斜を測って設置し、この新台の設置が完了したら、遊技機１０の移動・撤去がない
限り、再度傾斜を変更することは稀である。この傾斜の調節は煩雑な作業である。例えば
、配線を外して、遊技球を抜き取る必要があり、また傾斜が変化すると、スタート（回る
回数）が変わるので、その遊技機１０の釘調整がしづらくなるからである。そこで、実施
例４の遊技機１０は、その傾斜角度を調節する機能を具備した。
【０１５１】
＜傾斜調節する機能を有する四角状枠部材２２５１と外枠１１０１との構成＞
　実施例４では、遊技機１０の傾斜角度を調節する機能は、図３３と図３４に示すように
、四角状枠部材２２５１と外枠１１０１とに具備したものである。この四角状枠部材２２
５１は、基本的には上述した四角状枠部材２２４１と同様な構成であるが、遊技盤６１を
支持する遊技機主部２１の傾斜角度の調節機能を有する構造が付加されている。遊技機１
０を構成する外枠１１０１に嵌合させるために、実施例４の四角状枠部材２２５１は、上
述した下側ヒンジ部材２２２２、水平板材２２５３とこれらを繋ぐ２枚の縦枠板２２５２
を備えたものである。各縦枠板２２５２を下側ヒンジ部材２２２２の両端部にそれぞれね
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じ止めし、この縦枠板２２５２の上端部と、水平板材２２５３とで略四角形状に構成した
部材である。この水平板材２２５３に上述した上側支持金具１７（ヒンジ板１７ａ）を取
り付けた。
【０１５２】
　この四角状枠部材２２５１も、そのまま外枠１１０１に着脱自在に取り付けることがで
きる。この外枠１１０１も基本的には上述した外枠１１と同様な構成であるが、遊技機１
０の傾斜の調節機能を有する構造が付加されている。
【０１５３】
　実施例４の四角状枠部材２２５１の各縦枠板２２５２には、遊技機１０の傾斜角度の調
節機能に寄与する傾斜調節孔２２５４が、その長手方向に数箇所に開けられている。図示
例では、金属製又は合成樹脂製の長方形状の板材に円形の丸孔を開けている。図示例では
上下方向に５箇所開けられているが、この５箇所に限定されず、７箇所又は３箇所と適宜
変更することができる。傾斜調節孔２２５４の個数が増えれば、微妙に傾斜角度を調節す
ることができる。傾斜調節孔２２５４の個数が少ないときは、大きく傾斜角度を調節する
ことができる。また奇数個開けたのは、並列した真ん中の傾斜調節孔２２５４を正確な垂
直状態に設定しやすいからである。勿論偶数個設けることも可能である。
【０１５４】
　これらの傾斜調節孔２２５４は、縦枠板２２５２と平行な１直線状に配置する。即ち、
縦枠板２２５２との外周縁と平行にして配置する。また図示例では、縦枠板２２５２の上
半分の位置に傾斜調節孔２２５２を配置している。これは、下側ヒンジ部材２２２２の位
置を回動中心点として、四角状枠部材２２５１の上側を遊技機１０の板面に向かった方向
へ傾斜するようになっている。逆に、四角状枠部材２２５１の上側に回動中心点を設定し
たときは、縦枠板２２５２の下半分の位置に傾斜調節孔２２５２を配置する。
【０１５５】
　なお、図示例では、傾斜調節孔２２５４が縦枠板２２５２を貫通する貫通孔について説
明している。しかし、この傾斜調節孔２２５４は、後述する傾斜調節片１１０４の（嵌合
ボス１１０５）が嵌脱し得る構成であればよい。そこで、この貫通孔に代えて嵌合ボス１
１０５は入る凹部を形成したものでもよい（図示していない）。例えば、縦枠板２２５２
が厚板の部材の場合に適している。
【０１５６】
＜四角状枠部材２２５１の下側ヒンジ部材２２２２の構成＞
　この実施例４の四角状枠部材２２５１にも、上述したような四角状枠部材２２４１の下
側ヒンジ部材２２２２が設けられている。この下側ヒンジ部材２２２２は、図２４に示し
たように、実施例２のＬ字状枠部材２２２１と略同様な構成の部材であり、外枠１１０１
の奥行きと略同じ幅を有する細長い板状の金属製又は合成樹脂製の部材であり、その長手
方向の一側端縁に、数箇所の固定用の係合横孔２２０２が開けられている。係合横孔２２
０２は、下側ヒンジ部材２２２２の金属板又は合成樹脂製をその一側端縁を曲折し、その
曲折した部分に開けられたものである。
【０１５７】
＜四角状枠部材２２５１の上側支持金具１７（ヒンジ板１７ａ）の構成＞
　四角状枠部材２２５１の水平板材２２５３には、図１２，図１４に示したものと同様な
構成の上側支持金具１７（ヒンジ板１７ａ）が設けられている。上側支持金具１７（ヒン
ジ板１７ａ）は、略Ｔ字の縦棒に相当する舌片の先端、即ち遊技機主部２１側に突出した
形状になり、そこに軸部材２２２９を下方へ向けて突出させている。遊技機１０を構成す
る遊技機主部２１には、その遊技機ベースユニット２２の上面部に、容易に着脱すること
ができるヒンジ受け具１７ｂ（上側支持金具１７）を備えている。このヒンジ受け金具１
７ｂは、このヒンジ板１７ａ（上側支持金具１７）の軸部材１７０５に着脱自在に掛け止
められるこの軸部材２２２９の中心線は、上述した下側ヒンジ部材２２２２の回動軸（回
動ボス）２２２５の中心線と同一方向にあり、この間に取り付けた遊技機主部２１の開閉
を可能にする。
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【０１５８】
＜外枠１１０１の全体構成＞
　実施例４の外枠１１０１は、天井枠１１０２とその両端から、それぞれ縦枠１１０３が
下方へ向けて設けられている。各縦枠１１０３は後述するように、縦内側枠１１０３ａと
縦外側枠１１０３ｂとの２枚で構成されている。両縦枠１１０３の各下端に、上述した係
合金具２２０３が備えられている。この係合金具２２０３には、下側ヒンジ部材２２２２
の係合横孔２２０２に、水平方向から係合する係合片２２０４が複数形成されている。図
示例の係合金具２２０３には、金属製又は合成樹脂製の板材の４箇所に舌片を突出させ、
この舌片の先端部を横断面が横Ｕ字状になるように曲折して成る係合片２２０４を備えて
いる。各係合片２２０４は、下側ヒンジ部材２２２２の係合横孔２２０２にそれぞれ係合
する。このように形成することで、下側ヒンジ部材２２２２即ち遊技機ベースユニット２
２を、係合金具２２０３即ち外枠１１０１に強固に取り付けることができる。これは一例
であり、このような１枚構成の金具に代えて、それぞれの係合横孔２２０２に係合する位
置に数個の係合片２２０４を配置する構成でもよい。
【０１５９】
　また、外枠１１０１の係合金具２２０３には、その数箇所に位置決め用の嵌合ピン２２
０６を挿通させる嵌合挿通孔２２０７が開けられている。各嵌合挿通孔２２０７の配置間
隔は、下側ヒンジ部材２２２２の嵌合孔２２０５の配置間隔と整合させてある。
【０１６０】
　一方、下側ヒンジ部材２２２２には、図１１に示したように、数箇所に位置決め用の嵌
合孔２２０５が上下方向に開けられている。各嵌合孔２２０５には、外枠１１０１に設け
られた係合金具２２０３を構成する部材の下面から上方へ付勢された嵌合ピン２２０６が
着脱自在に嵌合する。この嵌合ピン２２０６は先端（図示上は上端）が半球状になってい
る。
【０１６１】
＜外枠１１０１の傾斜調節構造＞
　実施例４の外枠１１０１を構成する縦内側枠１１０３ａは、四角状枠部材２２５１に複
数開けた傾斜調節孔２２５４に着脱自在に嵌合する傾斜調節片１１０４が、各傾斜調節孔
２２５４に対応する位置に数箇所設けられている。各傾斜調節片１１０４は、縦内側枠１
１０３ａを構成する金属製又は合成樹脂製の板材に細長い略Ｕ字状にスリットを形成し、
板材の可撓性により、その一部が撓るように構成したものである。この傾斜調節片１１０
４の撓む先端側に嵌合ボス１１０５を着脱自在に取り付ける嵌合ボス用固定孔１１０６が
設けられている。
【０１６２】
　各嵌合ボス１１０５は、それぞれの嵌合ボス用固定孔１１０６の位置が縦枠１１０３と
平行な１直線状ではなく、隣接する傾斜調節片１１０４ごとにずれるように配置されてい
る。後述する図３６，３７，３８に示すように、これらの傾斜調節片１１０４と嵌合する
傾斜調節孔２２５４を変更することにより、遊技機１０遊技盤６１の傾斜角度を可変させ
るためである。図示例ではこの傾斜調節片１１０４の個数が上下方向に５箇所になってい
るが、この５箇所に限定されず、７箇所又は３箇所と適宜変更することができる。傾斜調
節孔２２５４と同様に傾斜調節片１１０４の個数が増えれば、微妙に傾斜角度を調節する
ことができる。傾斜調節片１１０４の個数が少ないときは、大きく傾斜角度を調節するこ
とができる。なお、傾斜調節片１１０４と傾斜調節孔２２５４は原則として同数設けるこ
とが好ましいが、必ずしも同数にする必要はない。但し、それぞれ隣接する間隔は同一し
て何れの傾斜調節片１１０４（嵌合ボス１１０５）も傾斜調節孔２２５４に嵌合できるよ
うに配置することは勿論である。
【０１６３】
　実施例４の外枠１１０１を構成する縦外側枠１１０３ｂには、複数本の傾斜調節片１１
０４が撓る方向に、空間を設けるべく凹部１１０７が形成されている。四角状に切り欠い
たものではなく、段差のように凹部１１０７の形状にしたのは、外枠１１０１に四角状枠
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部材２２５１を装着している状態において、外部から工具等を用いて傾斜調節片１１０４
又は嵌合ボス１１０５に不正に接触して、遊技機１０の傾斜角度を可変させないようにす
るためである。
【０１６４】
＜傾斜調節片の嵌合ボスが、傾斜調節孔２２５４に嵌合する状態＞
　図３５は傾斜調節片１１０４の嵌合ボス１１０５が、傾斜調節孔２２５４に嵌合する状
態を示す拡大平断面図であり、（ａ）は嵌合する前の状態、（ｂ）は傾斜調節片１１０４
が撓っている状態、（ｃ）は傾斜調節片１１０４の嵌合ボス１１０５が、傾斜調節孔２２
５４に嵌合した状態である。
　実施例４の外枠１１０１に、四角状枠部材２２５１を水平方向に（矢視線に示す方向に
）押し込むように装着すると、図３５（ａ）に示すように、傾斜調節片１１０４の嵌合ボ
ス１１０５は、四角状枠部材２２５１の縦枠板２２５２の縁に当たる。このとき、嵌合ボ
ス１１０５で止まることなく傾斜調節片１１０４が撓りやすいように、縦枠板２２５２の
縁に平断面に示すような傾斜面１１０８又はテーパを形成してある。
【０１６５】
　この状態で、図３５（ｂ）に示すように、四角状枠部材２２５１の縦枠板２２５２を更
に押し込むと、傾斜調節片１１０４が矢視線に示すように更に撓り、嵌合ボス１１０５が
縦枠板２２５２の板面を伝わるようになる。このとき、縦外側枠１１０３ｂに凹部１１０
７が形成されているので、傾斜調節片１１０４が大きく撓ることができる。
【０１６６】
　更に、四角状枠部材２２５１の縦枠板２２５２を押し込むと、図３５（ｃ）に示すよう
に、嵌合ボス１１０５が傾斜調節孔２２５４の位置に到達する。このとき傾斜調節片１１
０４は可撓性を有するので元の位置に戻ろうとするため、この傾斜調節孔２２５４内に嵌
合させることができる。これにより、外枠１１０１に対して四角状枠部材２２５１を傾斜
させた状態又は垂直状態の所望の傾斜角度に装着することができる。この四角状枠部材２
２５１には遊技機ベースユニット２２を装着し、この遊技機ベースユニット２２には遊技
盤６１が取り付けられ、この遊技盤６１の傾斜角度を可変させることができる。
【０１６７】
＜傾斜調節片の嵌合ボスの位置と遊技機１０の傾斜状態の関係＞
　図３６は傾斜調節片１１０４の嵌合ボス１１０５の位置と遊技機１０の傾斜状態の関係
を示す概略説明図であり、(ａ)は傾斜調節孔２２５４の上から５番目の最下段での嵌合状
態、（ｂ）は上から４番目で嵌合状態、（ｃ）は上から３番目での嵌合状態、（ｄ）は上
から２番目での嵌合状態、（ｅ）は上から１番目の最上段での嵌合状態、（ｆ）は遊技機
１０の傾きを示した側面図である。
　四角状枠部材２２５１に複数開けた傾斜調節孔２２５４は１直線状に並んでいるが、こ
れに嵌合する傾斜調節片１１０４の嵌合ボス１１０５の位置が上下方向にややずれて配置
されている。図３６(ａ)に示すように、傾斜調節孔２２５４の上から５番目の最下段で嵌
合する傾斜調節片１１０４は、図示上で左側に突出した状態で設けられている。即ち、上
部が遊技者側へ近づくような傾斜状態に四角状枠部材２２５１の縦枠板２２５２を維持す
る。この四角状枠部材２２５１に装着される遊技機主部２１も遊技者側へ近づくような傾
斜状態で支持される。
【０１６８】
　この傾斜調節片１１０４の嵌合ボス１１０５の位置は、１個変位すると傾斜角度が１度
可変するように設定されている。そこで、何番目の嵌合ボス１１０５が傾斜調節孔２２５
４に嵌合しているかを確認するだけで、傾斜角度を容易に判別することができる。なお、
この１個変位すると傾斜角度が１度可変する構成は一例であり、例えば０．５度、２度な
ど自由に設定できることは勿論である。
【０１６９】
　次に、図３６(ｂ)に示すように、嵌合ボス１１０５を上から４番目の傾斜調節片１１０
４に取り付けると、同じく上から４番目の傾斜調節孔２２５４と嵌合する。この上から４
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番目の傾斜調節片１１０４は、上から５番目の傾斜調節片１１０４より図示上で左側（奥
側）にずれている。そこで、図３６(ｃ)から（ｅ）に示すように、同様に傾斜調節片１１
０４を上にずらしていくと、四角状枠部材２２５１は右側へ傾斜した状態に外枠１１０１
に装着される。
【０１７０】
　このときは図３６(ｆ）に示すように、この四角状枠部材２２５１に装着される遊技機
主部２１も遊技者側から遠くなる方向へ傾斜して支持される。図３６(ａ)に示すように、
遊技機１０が図示面の左側に傾斜すると裏パックユニット２４も左側に傾斜する。このと
き同時に遊技盤６１も左側に傾斜する。図３６(ｅ）に示すように、遊技機１０が図示面
の右側に傾斜すると裏パックユニット２４も右側に傾斜する。このとき同時に遊技盤６１
も右側に傾斜する。
【０１７１】
　このように実施例４の遊技機１０では、新台入れ替え作業の際に、傾斜調節片１１０４
の嵌合ボス１１０５の位置を予め決めておくことにより、四角状枠部材２２５１を外枠１
１０１に装着するだけで、遊技機１０の設置とその傾斜調整を同時に完了させることがで
きる。しかも、嵌合ボス１１０５の位置を視認しやすいので、その遊技機１０の傾斜角度
を確認しながら作業することができる。
【０１７２】
　図３７は傾斜調節片１１０４の嵌合ボス１１０５の位置と遊技機１０の傾斜状態の関係
を示す側面図であり、(ａ)は傾斜調節孔２２５４の上から５番目の最下段での嵌合状態、
（ｂ）は上から４番目で嵌合状態、（ｃ）は中間位置の上から３番目での嵌合状態、（ｄ
）は上から２番目での嵌合状態、（ｅ）は上から１番目の最上段での嵌合状態である。図
３８は傾斜調節片の嵌合ボス１１０５の位置と遊技機１０の傾斜状態の関係を示す斜視図
であり、(ａ)は傾斜調節孔２２５４の上から５番目の最下段での嵌合状態、（ｂ）は上か
ら４番目で嵌合状態、（ｃ）は中間位置の上から３番目での嵌合状態、（ｄ）は上から２
番目での嵌合状態、（ｅ）は上から１番目の最上段での嵌合状態である。
　詳細には、図３７と図３８に示すように、例えば、上から４番目の傾斜調節片１１０４
の嵌合ボス１１０５を、傾斜調節孔２２５４に嵌合させるときは、図３７（ｂ）、図３８
（ｂ）に示すように、この４番目の傾斜調節片１１０４の嵌合ボス用固定孔１１０６に嵌
合ボス１１０５を取り付ける。次に、この傾斜調節孔２２５４の位置に相当する上から４
番目の傾斜調節孔２２５４に向けて、四角状枠部材２２５１を外枠１１０１に押し込むよ
うに装着する。同様に、他の傾斜調節孔２２５４に嵌合させるときは、その傾斜調節片１
１０４に嵌合ボス１１０５を取り付ける。この嵌合ボス１１０５の取り付け位置を可変す
ることで容易に四角状枠部材２２５１の傾斜角度を微妙に調節することができる。
【０１７３】
　同様に、図３７（ａ）、図３８（ａ）に示すように、遊技機１０の上部を手前側に突出
した状態にするときは、傾斜調節孔２２５４の上から５番目の最下段で嵌合させる。徐々
に、図３７（ｂ）、図３８（ｂ）から図３７（ｄ）、図３８（ｄ）といった数段階で傾斜
調節できる。更に図３７（ｅ）、図３８（ｅ）に示すように、遊技機１０の下部を手前側
に突出した状態にするときは、傾斜調節孔２２５４の上から１番目の最上段で嵌合させる
。
【０１７４】
＜傾斜調節構造の変形例＞
　図３９は実施例４の傾斜調節構造の変形例であり、遊技機１０の傾斜の調節機能を有す
る四角状枠部材２２５１と外枠１１０１を示す斜視図である。
　この傾斜調節構造の変形例では、四角状枠部材２２５１に複数開ける傾斜調節孔２２５
４が、縦枠板２２５２と平行な１直線状ではなく、隣接する傾斜調節孔２２５４ごとにず
れるように配置されている。複数の傾斜調節孔２２５４で構成される配列線が傾斜した状
態になる。
　一方、これらの傾斜調節孔２２５４に着脱自在に嵌合する傾斜調節片１１０４は、外枠
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１１０１を構成する縦内側枠１１０３ａの長手方向と平行な１直線状に配置されている。
【０１７５】
　このような実施例４の傾斜調節構造の変形例の構成でも、傾斜調節片１１０４の嵌合ボ
ス１１０５の取り付け位置を可変するだけで、外枠１１０１に対する四角状枠部材２２５
１の傾斜角度を微妙に調節することができる。
【実施例５】
【０１７６】
＜下固定ヒンジ部材２２６１と上固定ヒンジ部材２２６２の全体構成＞
　図４０は実施例５の展開自在になるヒンジ部材を遊技機主部２１（遊技機ベースユニッ
ト２２）の上下に備えた状態を示す遊技機ベースユニット２２と外枠１１の斜視図である
。図４１は実施例５のヒンジ部材を遊技機主部２１（遊技機ベースユニット２２）の上下
に備えた状態を示す遊技機ベースユニット２２と外枠１１の分解斜視図である。
　実施例５の遊技機主部２１（遊技機ベースユニット２２）は、その上下に細長い板状の
部材から成る下固定ヒンジ部材２２６１と上固定ヒンジ部材２２６２をそれぞれ展開自在
に備えた。遊技機１０を構成する遊技機主部２１（遊技機ベースユニット２２）は、その
底面部に、この遊技機ベースユニット２２の横方向と略同じ長さを有する下固定ヒンジ部
材２２６１を備えている。この下固定ヒンジ部材２２６１は、基本的に上述したヒンジ部
材２２０１、下側ヒンジ部材２２２２と略同様な構成であり、その一端が遊技機ベースユ
ニット２２の下端の支持金具１８に回動自在に軸支されている（図１５参照）。
【０１７７】
　実施例５では、遊技機ベースユニット２２の上部にも、この遊技機ベースユニット２２
の横方向と略同じ長さを有する上固定ヒンジ部材２２６２を備えている。この上固定ヒン
ジ部材２２６２は、上述した下固定ヒンジ部材２２６１と共に、外枠１１における遊技機
主部２１のヒンジ機能を有する。この上固定ヒンジ部材２２６２は、基本的に上述したヒ
ンジ部材２２０１、下側ヒンジ部材２２２２と略同様な構成であり、その一端が遊技機ベ
ースユニット２２の上端の支持金具に回動自在に軸支されている。
　なお、上固定ヒンジ部材２２６２は、図４１の斜視図に示すように、遊技機ベースユニ
ット２２の上部と平列して配置し、かつ外枠１１内に収まるように下固定ヒンジ部材２２
６１の横幅に比較して狭くなっている。
【０１７８】
　下固定ヒンジ部材２２６１は、図４０と図４１に示すように、遊技機ベースユニット２
２の奥行きより広い幅を有する細長い板状の金属製又は合成樹脂製の部材であり、その長
手方向の数箇所に固定用の係合孔２２６３が開けられている。これらの係合孔２２６３は
、下固定ヒンジ部材２２６１の細長い金属板に所定間隔で数か所上下方向に開けられたも
のである。図示例では、四角形状の係合孔２２６３が３箇所開けられているが、この数に
限定されない。但し、下固定ヒンジ部材２２６１の安定性を考慮して、最低両端の２箇所
は必要である。また、形状も四角形状に限定されず、６角形状、円形状又は長円形状など
種々の形状にすることができる。更に、下固定ヒンジ部材２２６１もその折り曲げ強度を
上げるために、細長い金属板の一側端縁を曲折している。
【０１７９】
　下固定ヒンジ部材２２６１の係合孔２２６３は、後述する出没自在になる係合金具２２
６４に嵌合することで固定される。この係合金具２２６４は外枠１１の下部に設けられ、
下固定ヒンジ部材２２６１をこの外枠１１に固定する機能を有する。
【０１８０】
　下固定ヒンジ部材２２６１は、図４１に示すように、遊技機ベースユニット２２の片側
に軸支されている箇所には、この下固定ヒンジ部材２２６１を展開する方向へ付勢するよ
うにコイルばね等の回動弾性部材２２１６が取り付けられている。図示するように、遊技
機ベースユニット２２に設けられた支持金具１８にボス孔２２１７を設け、このボス孔２
２１７に下固定ヒンジ部材２２６１の軸部材２２１８を回動自在に取り付け、このボス孔
２２１７の周囲に回動弾性部材２２１６を取り付けた。この回動弾性部材２２１６の付勢
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力により約直角方向に展開させることが望ましい。この下固定ヒンジ部材２２６１が島に
取り付けられる前では、遊技機１０を自立させる機能を持たせるためである。
【０１８１】
　そこで、この下固定ヒンジ部材２２６１についても、遊技機ベースユニット２２から展
開したときに、例えば、遊技機ベースユニット２２の面方向から約１３０度から１４０度
程度の角度で開くように設定する。これは、この下固定ヒンジ部材２２６１の展開角度が
９０度より小さいと、遊技機１０を設置後にホール内で遊技機主部２１を開ける際に、そ
の内部の点検が容易に実施できないからである。逆に、約１４０度以上に展開すると、遊
技機１０を自立させる機能が発揮できないからである。
【０１８２】
　そこで、下固定ヒンジ部材２２６１の回動部分には、過展開を防止する下固定ヒンジ部
材側停止片２２１９が設けられている。図４１の図示例では、回動弾性部材２２１６の一
端を固定する部材を兼用している。遊技機主部２１側には下端部の支持金具１８に、この
下固定ヒンジ部材２２６１側停止片２２１９と接するユニット側停止片２２２０が設けら
れている。この両停止片２２１９，２２２０が当接して下固定ヒンジ部材２２６１の過展
開を防止する。
【０１８３】
　本発明の下固定ヒンジ部材２２６１は、文字通りのヒンジ機能が第１の機能である。更
に、上述したように回動弾性部材２２１６の付勢力により展開するようになっている。こ
の展開した下固定ヒンジ部材２２６１は、設置作業に際して遊技機ベースユニット２２の
転倒を防止する機能が第２の機能である。
【０１８４】
　実施例５のヒンジ部材は、遊技機主部２１（遊技機ベースユニット２２）の下固定ヒン
ジ部材２２６１に加えて、遊技機ベースユニット２２に上固定ヒンジ部材２２６２を備え
ている。この上固定ヒンジ部材２２６２は下固定ヒンジ部材２２６１と略同様な構成にな
る。即ち、図４１に示すように、遊技機ベースユニット２２の奥行きより広い幅を有する
細長い板状の金属製又は合成樹脂製の部材であり、その長手方向の一側端縁に、数箇所の
固定用の係合孔２２６３が開けられている。係合孔２２６３は、上固定ヒンジ部材２２６
２の細長い金属板に所定間隔で数か所上下方向に開けたものである。図示例では、四角形
状の係合孔２２６３が３箇所設けられているが、この数に限定されない。但し、下固定ヒ
ンジ部材２２６１の安定性を考慮して、最低両端の２箇所は必要である。また、形状も四
角形状に限定されず、六角形状、円形状又は長円形状など種々の形状にすることができる
。更に、上固定ヒンジ部材２２６２もその折り曲げ強度を上げるために、細長い金属板の
一側端縁を曲折している。
【０１８５】
　上固定ヒンジ部材２２６２は、図４１に示すような、遊技機ベースユニット２２に設け
られた支持金具１８に軸支されている。なお、下固定ヒンジ部材２２６１側に、これを展
開する方向へ付勢するようにコイルばね等の回動弾性部材２２１６が取り付けられている
ので、上固定ヒンジ部材２２６２には、回動弾性部材２２１６を取り付ける必要はない。
勿論、上固定ヒンジ部材２２６２にも回動弾性部材２２１６を取り付けることは可能であ
る。
【０１８６】
　上固定ヒンジ部材２２６２の係合孔２２６３も、後述する係合金具２２６４に嵌合する
ことで外枠１１の上部に固定される。勿論この係合金具２２６４が外枠１１の上部に設け
られたもので、上固定ヒンジ部材２２６２を外枠１１に固定する機能を有する。そこで、
上固定ヒンジ部材２２６２は、下固定ヒンジ部材２２６１と共に、外枠１１における遊技
機ベースユニット２２のヒンジ機能を有する。
【０１８７】
　この上固定ヒンジ部材２２６２は、文字通りの下固定ヒンジ部材２２６１と共にヒンジ
機能が第１の機能である。遊技機ベースユニット２２を遊技機前面ユニット２３と共に島
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に設置する際又は輸送の際に上下逆に取り扱われたときに、この下側に位置する上固定ヒ
ンジ部材２２６２を展開させ、この展開した上固定ヒンジ部材２２６２を、遊技機ベース
ユニット２２（遊技機前面ユニット２３）の転倒を防止する部材として利用することが可
能である。
【０１８８】
＜外枠１１の係合金具２２６４の構成＞
　図４２は実施例５の外枠１１に設けられる係合金具２２６４を示す拡大分解斜視図であ
り、（ａ）は係合ボスの軸支側から見た状態、（ｂ）は係合ボスの可動側から見た状態で
ある。
　外枠１１には、図４２に示すように、その内側下部と内側上部に係合金具２２６４がそ
れぞれ備えられている。この１個の係合金具２２６４は、下固定ヒンジ部材２２６１又は
上固定ヒンジ部材２２６２の係合孔２２６３に、上下方向から係合する係合ボス２２６５
が上下動自在に設けられている。係合ボス２２６５はその一部に軸支孔２２６６が開けら
れ、この軸支孔２２６６に貫通軸２２６７を通し、その貫通軸２２６７は本体２２６８に
取り付けられる。この軸支孔２２６６の貫通軸２２６７を回動中心軸にして、係合ボス２
２６５部分が上下動（出没）自在になる。
【０１８９】
　この本体２２６８は２つの殻状の部材から成り、組み合わせたときに上方が開放された
器になり、係合ボス２２６５が上方へ出没自在に成る。この本体２２６８にねじ挿通孔が
設けられ外枠１１に着脱自在に取り付けられる。また、係合ボス２２６５は常時上方へ付
勢されるように、ばね等の弾性部材２２６９が貫通軸２２６７に取り付けられている。こ
の弾性部材２２６９の一端は係合ボス２２６５の側面部に、その他端は本体２２６８側に
それぞれ掛け止められる。
【０１９０】
　係合ボス２２６５の係合部分、即ち下固定ヒンジ部材２２６１又は上固定ヒンジ部材２
２６２の係合孔２２６３に係合する部分は、平面視でこれらの係合孔２２６３と略同じ形
状を有する。図示例では四角形状を有している。なお、この係合ボス２２６５の係合部分
はこの平面視での四角形状に限定されず、例えば六角形状、円形状又は長円形状などの他
の形状に変えることも可能である。係合孔２２６３と同大同形状であればよい。
【０１９１】
　実施例５の係合ボス２２６５の係合部分は、２箇所の傾斜面を有している。１箇所目の
第１傾斜面２２６５ａは外枠１１における前側が低く後側が高くなるような形状を有する
。第１傾斜面２２６５ａは下固定ヒンジ部材２２６１又は上固定ヒンジ部材２２６２をこ
の係合ボス２２６５に係合させるときに、これらの下固定ヒンジ部材２２６１又は上固定
ヒンジ部材２２６２のそれぞれ板部材が当ったときに、係合ボス２２６５が本体２２６８
内に没するように押し付けるためである。
【０１９２】
　２箇所目の第２傾斜面２２６５ｂは、第１傾斜面２２６５ａの高い位置であって、かつ
係合ボス２２６５に軸支側が低くなるような傾斜面である。この第２傾斜面２２６５ｂは
、係合ボス２２６５の係合部分が、本体２２６８に没しているときに、下固定ヒンジ部材
２２６１又は上固定ヒンジ部材２２６２に邪魔しないように、係合ボス２２６５の角部の
突出を防止した部分である（図４３（ｂ）参照）。そこで、係合金具２２６４のストッパ
２２７０を使用しなくても、この係合ボス２２６５が出没自在に形成されているために、
下固定ヒンジ部材２２６１の下面が、係合金具２２６４面上をスライドする際に、係合ボ
ス２２６５は弾性部材２２６９に抗して容易に内部に引っ込み、下固定ヒンジ部材２２６
１を容易にスライドさせることができる。
【０１９３】
　図４３は実施例５の係合金具２２６４のストッパ２２７０を示す拡大断面図であり、（
ａ）は係合金具２２６４の係合ボス２２６５が下固定ヒンジ部材２２６１の係合孔２２６
３に係合している状態と、（ｂ）は係合金具２２６４のストッパ２２７０で係合ボス２２
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６５を押し下げている状態である。
　係合金具２２６４の係合ボス２２６５は、下固定ヒンジ部材２２６１又は上固定ヒンジ
部材２２６２と外枠１１の係合金具２２６４に容易に係合させるために、係合金具２２６
４には係合ボス２２６５の突出を規制するストッパ２２７０が水平方向にスライドするよ
うに設けられている。このストッパ２２７０は、図４３（ａ）の状態から図４３（ｂ）の
状態になるように、断面が略コ状を形成し、貫通軸２２６７側から上下動する係合ボス２
２６５側へ包むように内装し、かつスライドするように取り付けられている。このストッ
パ２２７０の一端が貫通軸２２６７側から係合ボス２２６５側へスライドすると、図４３
（ｂ）に示すように、本体２２６８内で上方から下方へ押す動作になり、弾性部材２２６
９の付勢力に抗して係合ボス２２６５が本体２２６８内部に没するようになる。その後、
このストッパ２２７０を元に戻すと、図４３（ａ）に示すように、弾性部材２２６９の付
勢力により、係合ボス２２６５が上方へ突出する。なお、この係合金具２２６４を外枠１
１の上部に取り付けたときは、勿論下方へ突出する。
【０１９４】
　図４４は実施例５の下固定ヒンジ部材２２６１を外枠１１に取り付ける動作状態を示す
拡大斜視図であり、（ａ）は係合金具２２６４の係合ボス２２６５をストッパ２２７０で
押し下げた状態で下固定ヒンジ部材２２６１を外枠１１上でスライドし始めた状態、（ｂ
）は更に下固定ヒンジ部材２２６１を外枠１１上でスライドさせている状態、（ｃ）は下
固定ヒンジ部材２２６１の係合孔２２６３が係合ボス２２６５の位置に到達した状態、（
ｄ）はストッパ２２７０を解除した係合ボス２２６５が下固定ヒンジ部材２２６１の係合
孔２２６３に突出した状態である。
　下固定ヒンジ部材２２６１又は上固定ヒンジ部材２２６２を係合金具２２６４の係合ボ
ス２２６５に嵌合させるとき、即ち遊技機主部２１（遊技機ベースユニット２２）を外枠
１１に嵌合させるときは、図４４（ａ）に示すように、先ず係合金具２２６４の係合ボス
２２６５をストッパ２２７０で押し下げた状態にする。それぞれ３箇所の係合金具２２６
４のすべての係合ボス２２６５をストッパ２２７０で押し下げる。この状態で、図４４（
ｂ）、（ｃ）に示すように、下固定ヒンジ部材２２６１を外枠１１内面上でスライドさせ
る。遊技機主部２１を外枠１１に完全に嵌合させると、図４３（ｃ）に示すように、下固
定ヒンジ部材２２６１の係合孔２２６３の位置に移動したら、図４３（ｄ）に示すように
、ストッパ２２７０を解除すると、弾性部材２２６９の付勢力で係合ボス２２６５が、係
合孔２２６３に係合し、固定部材としての機能を発揮する。
【０１９５】
　そのまま、遊技機主部２１を外枠１１に完全に嵌合させると、下固定ヒンジ部材２２６
１の係合孔２２６３の位置になると、弾性部材２２６９の付勢力で係合ボス２２６５が、
係合孔２２６３に係合し、固定部材としての機能を発揮する。
【０１９６】
　これらは、下固定ヒンジ部材２２６１が外枠１１の下側に配置された係合金具２２６４
に係合する状態について説明した。同様に、上固定ヒンジ部材２２６２を外枠１１の上側
に配置されたに係合金具２２６４に係合するときも略同様な状態であるので説明を省略す
る。
【０１９７】
　図４５は実施例５の釘打ち用板材２２７１と係合金具２２６４を外枠１１の天板１１ａ
に取り付ける状態を示す部分斜視図であり、（ａ）は釘打ち用板材２２７１を外枠１１の
天板１１ａに取り付ける前の状態、（ｂ）は釘打ち用板材２２７１を外枠１１の天板１１
ａに差し込んでいる状態、（ｃ）は釘打ち用板材２２７１に次いで係合金具２２６４を取
り付ける状態、（ｄ）は釘打ち用板材２２７１と係合金具２２６４を取り付けた状態であ
る。
　外枠１１を構成する天板１１ａが、金属製又は合成樹脂製の場合、従来のように島に釘
を用いて直接打ち付け固定することができない。そこで、この図４５或いは図４０、図４
１に示したように２個の釘打ち用板材２２７１を用いている。この釘打ち用板材２２７１



(35) JP 5772431 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

は、例えば木製又は合成樹脂製などブロック材からなり、外枠１１の天板１１ａに２箇所
開けた開口部１１ｂより広い面積を有し、この開口部１１ｂを覆うように固定される。図
示例では、天板１１aの中央部分に、横断面が略逆Ｌ字形状の位置きめ片１１ｃが突出さ
れている。この位置きめ片１１ｃに１個の釘打ち用板材２２７１が外れないように挟み、
更にねじ止めにより固定される。
【０１９８】
　図示例では、天板１１ａに２箇所の釘打ち用板材２２７１を取り付けている。これは同
じ天板１１ａに３個の係合金具２２６４を取り付けているため、このような配置になった
。係合金具２２６４が２個のときは、これらの係合金具２２６４に挟まれるように１本の
釘打ち用板材２２７１を取り付けることができるといった、様々な組み合わせがある。
【０１９９】
＜下固定ヒンジ部材２２６１と上固定ヒンジ部材２２６２を規制する施錠装置３１０１の
構成＞
　図４６は施錠装置３１０１が組み込まれた遊技機ベースユニット２２を示す斜視図であ
る。図４７は施錠装置３１０１の施錠状態を示す部分斜視図であり、（ａ）は上固定ヒン
ジ部材２２６２周囲の状態、（ｂ）は下固定ヒンジ部材２２６１周囲の状態である。図４
８は施錠装置３１０１の解錠状態を示す部分斜視図であり、（ａ）は上固定ヒンジ部材２
２６２周囲の状態、（ｂ）は下固定ヒンジ部材２２６１周囲の状態である。
　遊技機ベースユニット２２は、図示するように、外枠１１の開口全体を覆う大きさを有
しており、その背面側であって回動先端側には施錠装置３１０１が取り付けられている。
実施例５の施錠装置３１０１は長尺状の連動杆３２を備えており、この連動杆３２には上
下一対の鉤金具３３が設けられている。外枠１１に対して遊技機ベースユニット２２を閉
鎖した際には、図２に示したように、鉤金具３３が外枠１１の右側の板材１３に設けられ
た受け金具３４に係止され、施錠装置３１０１により施錠状態とされる。
【０２００】
　また、遊技機ベースユニット２２には施錠装置３１０１のシリンダ錠３５が設けられて
おり、シリンダ錠３５の操作によって連動杆３２を上方向又は下方向のうち予め定められ
た方向に移動させると、外枠１１に対する遊技機ベースユニット２２の施錠状態が解除さ
れる。あるいは遊技機ベースユニット２２に対する遊技機前面ユニット（前面扉又は前枠
）２３の施錠状態が解除される。
【０２０１】
　即ち、遊技機前面ユニット２３の開閉もこの施錠装置３１０１により行う。施錠装置３
１０１は、基本的には上述した施錠装置３１と同じ構成であり、シリンダ錠３５の鍵穴に
鍵を差し込んで施錠・解錠する。このシリンダ錠３５の鍵穴に差し込んだ鍵を左又は右に
回転させることにより、遊技機前面ユニット２３のみ、又は遊技機ベースユニット２２が
閉じられたままの外枠１１の解錠を行うものである。
【０２０２】
　実施例５の施錠装置３１０１の連動杆３２は、図示するように、第１可動部３２aを備
えたもので、第１可動部３２aは、図示するように、複数のスプリング３１ｃによって上
方向および下方向に互いに初期位置に付勢された外枠１１施錠用の鉤部材３３および遊技
機前面ユニット２３施錠用の鉤部材によって規定位置に配置された状態で、遊技機ベース
ユニット２２内に組み込まれている。この遊技機ベースユニット２２は、特に図４６の左
側部分にて示したように、その前面側面に、上述した遊技機前面ユニット２３の背面に設
けられた鉤金具４４（図２参照）を挿入するための挿入孔４５が上下方向に離間させて複
数設けられている。遊技機ベースユニット２２に対して遊技機前面ユニット２３を閉鎖し
た状態では、遊技機前面ユニット２３の鉤金具４４が挿入孔４５内に入り込み、各鉤金具
４４は上述した施錠装置３１０１に係止される。
【０２０３】
　また、図４６において、第１可動部３２aの左奥側（パチンコ機１０の前面右側）には
、遊技機前面ユニット２３の後面側に取り付けてある各鉤金具４４が係止される挿入孔４
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５が形成された鉤金具が複数配置されている。また、第１可動部３２ａの左手前側（パチ
ンコ機１０の背面右側）には、外枠１１に設けた受け金具３４に係止される鉤金具３３が
配置してある。また、連動杆３２の下部には、図４７（ｂ）に示すように、シリンダ錠３
５側の操作部が係合する操作穴３２ｃ・３２ｄがそれぞれ形成してある。これらの操作穴
３２ｃ・３２ｄには、シリンダ錠３５に形成された円弧状の２本の爪で操作し得るように
なる。
【０２０４】
＜下固定ヒンジ部材２２６１と上固定ヒンジ部材２２６２を同時に施錠又は解錠する施錠
装置３１０１の構成＞
　実施例５の施錠装置３１０１は、遊技機ベースユニット２２を外枠１１に施錠又は解錠
する際に、同時に下固定ヒンジ部材２２６１及び上固定ヒンジ部材２２６２の両者にも施
錠又は解錠することができる。図４７（ａ）に示すように、上固定ヒンジ部材２２６２の
可動端側には、連動杆３２上端の停止部３２eが係合することで施錠状態になる。図示す
るように、上固定ヒンジ部材２２６２の可動端側に樹脂製の当接部材２２７３を設け、こ
れが連動杆３２の上端部に形成した断面が逆Ｌ形状の停止部３２eに当たり、上固定ヒン
ジ部材２２６２の可動を阻止する。即ち、外枠１１に対して遊技機ベースユニット２２を
固定した状態にすることができる。
【０２０５】
　一方、図４７（ｂ）に示すように、下固定ヒンジ部材２２６１の可動端側に上記した連
動杆３２に連動する鉤部材３３の下端部に設けた爪部３２ｆが係合することで施錠状態に
なる。図示するように、下固定ヒンジ部材２２６１の可動端側にスリット２２７２を形成
し、ここに鉤部材３３の下端部の爪部３２ｆが係合し、施錠することができる。
【０２０６】
　ここで、図４８（ａ）に示すように、上固定ヒンジ部材２２６２の当接部材２２７３か
ら、連動杆３２上端の停止部３２eを外すこと、図示例では下げることで解錠状態になる
。このときは、施錠装置３１０１の挿入孔４５も同時に遊技機前面ユニット２３の受け金
具４４からそれぞれ外れる。シリンダ錠３５がパチンコ機１０の正面視左回りに回される
、即ち、鍵をシリンダ錠３５に差し込んで左回りに操作すると、遊技機前面ユニット２３
を開放できると同時に、上固定ヒンジ部材２２６２が展開可能となる。なお、この場合に
は、下固定ヒンジ部材２２６１は施錠状態が維持される。よって、遊技機ベースユニット
２２を外枠１１から取り外してパチンコ機１０の点検作業をしたり、パチンコ機１０の製
造工程において遊技機ベースユニット２２を起立させたりする際に上固定ヒンジ部材２２
６２のみを展開可能な状態にしたい場合、シリンダ錠３５に鍵を差し込んで左回りに操作
すれば良い。
【０２０７】
　一方、図４８（ｂ）に示すように、下固定ヒンジ部材２２６１のスリット２２７２から
連動杆３２の下端の爪部３２ｆが外れることで解錠状態になる。このとき、上固定ヒンジ
部材２２６２の当接部材２２７３から、連動杆３２上端の停止部３２eが外れ、施錠装置
３１０１の鉤金具３３も同時に外枠１１の受け金具３４からそれぞれ外れる。そこで、外
枠１１に対して遊技機ベースユニット２２を開閉可能な状態にすることができる。シリン
ダ錠３５がパチンコ機１０の正面視右回りに回される、即ち、鍵をシリンダ錠３５に差し
込んで右回りに操作すると、上固定ヒンジ部材２２６２および下固定ヒンジ部材２２６１
が同時に展開可能となり、外枠１１に対して遊技機ベースユニット２２を簡単に開放する
ことができる。
【０２０８】
　なお、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい
。
　（１）上記実施の形態では、残存遊技球数が２９個となるように、上下通路ユニット１
３４において切換片から払出装置１３５の回転体までの通路長を設定したが、残存遊技球
数は２９個に限定されることはなく、単位遊技球数のいずれの整数倍とも一致しない数で
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あれば具体的な数は任意である。例えば、上記実施の形態における単位遊技球数の設定に
おいて、残存遊技球数を１７個、１９個、２３個等としてもよい。
【０２０９】
　（２）入賞口６２～６５に対する単位遊技球数の設定は、上記実施の形態のものに限定
されることはなく、任意である。但し、単位遊技球数の設定を変更した場合には、それら
単位遊技球数のいずれの整数倍とも一致しないように残存遊技球数を変更する必要がある
。ちなみに、可変入賞装置６３に対する単位遊技球数を１５個に代えて、１４個としても
よい。当該構成であっても、残存遊技球数を２９個とすることで、上記実施の形態と同様
の効果を得ることができる。
【０２１０】
　（３）上記実施の形態では、単位遊技球数が異なる入賞口の種類を４種類としたが、こ
れに限定されることはなく、１種類、２種類、３種類又は５種類以上であってもよい。こ
の場合であっても、残存遊技球数を単位遊技球数のいずれの整数倍とも一致しないように
することで、上記実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０２１１】
　（４）上記実施の形態では、図柄表示装置７１を備えたパチンコ機１０に対して本発明
を適用したが、それ以外のタイプのパチンコ機に適用してもよい。例えば、遊技球転動部
や有利口などが設けられた入賞役物装置を備えたパチンコ機や、他の役物を備えたパチン
コ機、アレンジボール機、雀球等の遊技機にも、本発明を適用できる。また、受け皿とし
て上皿９５ａ及び下皿９６ａが設けられているのではなく、単一の受け皿が設けられたパ
チンコ機にも、本発明を適用できる。
【０２１２】
　以下、上述した実施の形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果等
を示しつつ説明する。
　遊技機Ａ
　遊技機、例えばパチンコ遊技機の入れ替え時には、パチンコ島内を構成する個々の取付
枠に、パチンコ遊技機をいわゆる木枠と称される木製の外枠と共に嵌め込む。このとき、
取付枠に対してパチンコ遊技機をその上部を作業者側に傾斜させ、パチンコ遊技機の下部
を先に嵌め込み、次にその上部を押し込むようにして嵌め込む。次に、この外枠に対して
回動可能に取り付けられた遊技機主部を扉のように開ける。パチンコ島に嵌め込まれた遊
技機の外枠の上部の内面から上方に向けて釘を数本上部枠板に打ち込む。同様に遊技機の
外枠の下部の内面から下方に向けて釘を数本下部枠板に打ち込んで外枠をパチンコ島の取
付枠に固定する。
【０２１３】
　例えば、外枠の上部に釘を２本、下部にも２本を打ち込んで固定する。なお、釘を完全
に打ち込まず、釘の頭から５～６ミリ残しておく。打ち込んだだけでは島の上部枠板と下
部枠板と外枠の間に隙間ができる。次に、釘の頭部をバールで引っ張ることにより、隙間
が少なくなり固定される。釘の頭部を少し浮かすことによって次回の入れ替えの際に簡単
に抜けるようになっている。その後、パチンコ遊技機について所定の傾斜を調整する。
【０２１４】
　遊技機をパチンコ島の取付枠から取り外すときは、遊技機主部を扉のように開ける。遊
技機の外枠の上部と下部から打ち込んだ釘を引き抜く。次に、パチンコ島の取付枠から遊
技機を外枠と共に外し、遊技機全体を取り外す。
【０２１５】
　このような遊技機の入れ替えに際して、釘の引く抜きと新たな遊技機の釘の打ち込みが
必要なため、作業の煩雑さは解消されないものであった。そこで、遊技機をパチンコ島の
取付枠に容易に取り付け、取り外すことに関する技術について、例えば特許文献２の特開
平７－５１４５９号公報「パチンコ台の取付装置」が提案されている。
【特許文献２】特開平７－５１４５９号公報
【０２１６】
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　しかし、特許文献２の「パチンコ台の取付装置」では、パチンコ島の取付枠（取付板）
両側面に、遊技機の外枠側と自在に着脱する別個の枠体を更に設ける構造である。そのた
めに、パチンコ島の取付枠に枠体を更に設ける作業が必要になるという問題を有していた
。
【０２１７】
　また、従来のこのような外枠付きの遊技機は、遊技機主部の周囲に木製と金属製の枠体
（外枠）が一体になっているので、遊技機の入れ替えの際に、ホール内で嵩張り、入れ替
え作業の邪魔になりやすいという問題を有していた。
【０２１８】
　そこで、本発明の発明者は、遊技機の島の枠板への固定手段を釘以外の手段にすること
に着目した。遊技機主部から所謂外枠を分離し、遊技機主部のみを島に容易に取り付け、
取り外すことにより、遊技機の入れ替えを短時間で終了することができ、かつ大量の遊技
機をコンパクトに搬送できることに着目した。
【０２１９】
　本発明は、かかる問題点を解決するために創案されたものである。すなわち、本発明の
目的は、遊技機主部と外枠とを分離した構成にすることで、遊技機主部をコンパクトにし
て容易に搬送でき、また遊技機主部を分離した外枠に迅速に取り付け、取り外しができる
と共に、その外枠と嵌合する部材が、遊技機主部を自立させることができ、円滑に入れ替
え作業ができる遊技機を提供することにある。
【０２２０】
　遊技機Ａ１は、遊技機主部とこれを支持する外枠とが分離する遊技機であって、
　遊技機主部の底部において、細長い板状の一端が展開自在になるように、その他端を該
遊技機主部に回動自在に軸支されたヒンジ部材と、
　前記ヒンジ部材と着脱自在に係合させることができる係合金具を具備した外枠と、を備
え、
　前記外枠に、前記遊技機主部を前記ヒンジ部材を介して着脱自在に固定し得るように構
成した、ことを特徴とする遊技機。
　遊技機Ａ１では、遊技機主部が外枠から分離した構造になり、遊技機主部を外枠に装着
する際に、遊技機ベースユニットに設けられたヒンジ部材を、外枠の係合金具に嵌合させ
ることにより、遊技機主部と外枠とを強固に嵌合させることができる。入れ替え作業に際
してこのヒンジ部材は、遊技機ベースユニットから展開した状態にすると、そのまま遊技
機主部（遊技機ベースユニット）を自立させることができる。即ち、遊技機主部のみを交
換するので、遊技機主部は下部が不安定な状態になるが、遊技機主部の下部に設けた可動
自在になる下側部材が展開した状態になっていると、遊技機主部の転倒を防止することが
でき、遊技機主部を自立させることができる。
　このヒンジ部材は、弾性部材の付勢力により係止を解除することで自動展開する構造に
なる。一方、ヒンジ部材を遊技機ベースユニットと平行に維持することで、従来の外枠と
一体になった遊技機と比較してコンパクトに取り扱うことができる。
【０２２１】
　特に、遊技機主部と外枠とが分離する構成であるために、最初に外枠をホールの島の上
部枠板と下部枠板の間に釘固定しておくことにより、遊技機の入れ替えに際しては、遊技
機主部のみを交換するだけで迅速に入れ替え作業を終了させることができる。
　遊技機Ａ２は、前記ヒンジ部材は、その長手方向に数箇所の固定用の係合横孔が開けら
れ、
　前記外枠の係合金具は、各係合横孔に係合する係合片が複数形成された、ことを特徴と
する遊技機１の遊技機。
　遊技機Ａ２では、このように形成することで、ヒンジ部材（遊技機ベースユニット）を
、係合金具（外枠）に強固に取り付けることができる。
　遊技機Ａ３は、前記外枠の係合金具は、その長手方向に数箇所に位置決め用の出没自在
になる嵌合ピンを備え、
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　前記ヒンジ部材は、各嵌合ピンが嵌合する嵌合孔が開けられた、ことを特徴とする遊技
機Ａ１の遊技機。
　遊技機Ａ３では、この嵌合ピンが出没自在になるので、ヒンジ部材を係合金具面上をス
ライドさせるように閉止させるだけで、嵌合ピンを嵌合孔に嵌合させることができ、位置
決めとしての機能を発揮する。
　遊技機Ａ４は、前記外枠の係合金具に、前記ヒンジ部材の嵌合孔に嵌合している嵌合ピ
ンを下から一時的に固定するストッパを、更に備えた、ことを特徴とする遊技機Ａ３の遊
技機。
　遊技機Ａ４では、ストッパを嵌合ピン側に移動させると、嵌合ピンを突出した状態で維
持することにより、嵌合ピンを一時的に固定することができ、ヒンジ部材が係合金具から
外れないようにすることができる。
　遊技機Ａ５は、前記ヒンジ部材に切り欠き状の被係止部を設け、
　該被係止部に、施錠装置に設けられている鉤金具と連動する展開防止金具が係止するよ
うに構成した、ことを特徴とする遊技機Ａ１の遊技機。
　遊技機Ａ５では、この展開係止金具が、シリンダ錠の操作によって連動杆を上方向又は
下方向のうち予め定められた方向に移動させると、外枠に対する遊技機ベースユニットの
施錠状態が解除される。外枠に対する遊技機ベースユニットの施錠状態とすることができ
る。運搬時、格納時に、この展開防止金具により遊技機ベースユニット２２にヒンジ部材
を格納してコンパクトにすることができる。
【０２２２】
　遊技機Ａ６は、遊技機主部の底部において、細長い板状の一端が展開自在になるように
、その他端を該遊技機主部に回動自在に軸支されたヒンジ部材を備え、
　前記ヒンジ部材を、遊技機用島設備に固定された取付枠に設けられた係合金具に着脱自
在に係合させ、
　該取付枠に、前記遊技機主部を前記ヒンジ部材を介して着脱自在に固定し得るように構
成した、ことを特徴とする遊技機。
　遊技機Ａ６では、遊技機主部が外枠から分離した構造になり、遊技機主部はコンパクト
になり、嵩張らない。予め外枠に相当する枠体をパチンコ島に設置しておくことで、遊技
機の入れ替えに際して、この枠体に遊技機主部が着脱自在に嵌合することができ、短時間
でこの枠体に遊技機主部を取り付けることができる。また、遊技機主部を取り外すことが
できる。
　遊技機Ａ７は、前記ヒンジ部材は、その長手方向に数箇所の固定用の係合横孔が開けら
れ、
　前記取付枠の係合金具は、各係合横孔に係合する係合片が複数形成された、ことを特徴
とする遊技機Ａ６の遊技機。
　遊技機Ａ８は、前記取付枠の係合金具には、その長手方向に数箇所に位置決め用の出没
自在になる嵌合ピンを備え、
　前記ヒンジ部材は、各嵌合ピンが嵌合する嵌合孔が開けられた、ことを特徴とする遊技
機Ａ６の遊技機。
　遊技機Ａ９は、前記取付枠の係合金具には、前記ヒンジ部材の嵌合孔に嵌合している嵌
合ピンを下から固定するストッパを、更に備えた、ことを特徴とする遊技機Ａ８の遊技機
。
【０２２３】
　遊技機Ｂ
　遊技機主部（遊技機ベースユニット）は外枠に対してヒンジ機構を介して開閉可能とな
る。このヒンジ機構は、外枠に対し遊技機ベースユニットを、その開閉支点を左右方向に
変化させ、かつ遊技機ベースユニットを前方に向けて適宜に変位させながら開放するよう
に、外枠側の支持金具と、遊技機ベースユニット側の支持金具と、一端部がピンによって
外枠側の支持金具に回動可能に連結され、他端部がピンとスライド溝によって遊技機ベー
スユニット側の支持金具に回動及びスライド可能に連結された支持アームとを備えたスラ
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イドヒンジ機構によって構成されている。
【０２２４】
　また、遊技機ベースユニットの自由端側には、鉤金具が設けられ、外枠の右側端部には
、受け金具から成る係止部が外枠と一体に形成されている。遊技機ベースユニットを閉止
するとき、鉤金具を外枠の受け金具に係止させ、遊技機ベースユニットを閉止することが
でき、遊技機ベースユニットが外枠に対して固定される。
【０２２５】
　遊技機、例えばパチンコ遊技機の入れ替え時には、パチンコ島内を構成する個々の取付
枠に、パチンコ遊技機をいわゆる木枠と称される木製の外枠と共に嵌め込む。外枠の上部
に釘を２本、下部にも２本を打ち込んで固定する。なお、釘を完全に打ち込まず、釘の頭
から５～６ミリ残しておく。打ち込んだだけでは島の上部枠板と下部枠板と外枠の間に隙
間ができる。次に、釘の頭部をバールで引っ張ることにより、隙間が少なくなり固定され
る。釘の頭部を少し浮かすことによって次回の入れ替えの際に簡単に抜けるようになって
いる。その後、パチンコ遊技機について所定の傾斜を調整する。
【０２２６】
　遊技機をパチンコ島の取付枠から取り外すときは、遊技機主部を扉のように開ける。遊
技機の外枠の上部と下部から打ち込んだ釘を引き抜く。次に、パチンコ島の取付枠から遊
技機を外枠と共に外し、遊技機全体を取り外す。
【０２２７】
　このような遊技機の入れ替えに際して、遊技機の外枠における下枠部分の前面に、受け
面および当接領域を形成した保護部材を着脱交換可能に取着し得る遊技機に関する技術に
ついて、例えば特許文献３の特開２０００－４２２２１号公報「パチンコ遊技機における
外枠」が提案されている。
【０２２８】
【特許文献３】特開２０００－４２２２１号公報
【０２２９】
　しかし、特許文献３の「パチンコ遊技機における外枠」では、パチンコ島の取付枠（取
付板）両側面に、遊技機の外枠側と自在に着脱する別個の枠体を更に設ける構造である。
そのために、パチンコ島の取付枠に枠体を更に設ける作業が必要になるという問題を有し
ていた。
【０２３０】
　本発明は、かかる問題点を解決するために創案されたものである。すなわち、本発明の
目的は、遊技機主部（遊技機ベースユニット）と外枠とを分離した構成にすることで、遊
技機主部をコンパクトにして容易に搬送でき、また遊技機主部を分離した外枠に迅速に取
り付け、取り外しができ、円滑に入れ替え作業ができる遊技機を提供することにある。
【０２３１】
　遊技機Ｂ１．
　遊技機主部とこれを開閉自在に支持する外枠とが分離する遊技機であって、
　前記外枠の上部に固定された、軸部材を突出させた板材から成るヒンジ板と、
　前記遊技機主部を構成する遊技機ベースユニットの上部に固定された、前記軸部材を掛
け止める得る長孔から成るヒンジ受け金具と、を備え、
　前記外枠に対して、前記遊技機主部を水平方向へ着脱自在に取り付けられるように構成
した、ことを特徴とする遊技機。
　遊技機Ｂ１では、遊技機主部が外枠から分離した構造になり、遊技機主部を外枠に装着
する際に、遊技機主部と外枠の上部において、外枠の軸部材に向けて、遊技機主部をその
ヒンジ受け金具の長孔の低い位置から水平方向に差し込むことにより、遊技機主部と外枠
とを強固に嵌合させることができる。このとき長孔の低い位置は、軸部材と干渉すること
なく通過することができる。軸部材は長孔の高い位置の最奥端部まで移動すると、抜け止
め具を通過した状態になり、この抜け止め具は弾性部材の付勢力により、元の位置まで戻
り、この抜け止め具と長孔の最奥端部との間で、回動するが抜けない状態になり、ヒンジ
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機構を奏する。
　一方、遊技機主部と外枠の下部においては、遊技機主部のヒンジ部材は、外枠の係合金
具に、水平方向に移動するように掛け止めることにより、遊技機主部を外枠への取り付け
が完了する。このヒンジ部材が文字通りヒンジ機構を奏する。
【０２３２】
　遊技機Ｂ２は、前記ヒンジ板は、板材の一部に下方へ突出するように軸部材が設けられ
たものである、ことを特徴とする遊技機Ｂ１の遊技機。
　遊技機Ｂ２では、軸部材が下方へ突出するようになっているので、ヒンジ受け金具の長
孔に容易に掛け止めることができる。
　遊技機Ｂ３は、前記軸部材の先端は、逆円錐台形状をしている、ことを特徴とする遊技
機Ｂ２の遊技機。
　遊技機Ｂ３では、軸部材の先端が逆円錐台形状をしているので、この軸部材の位置が、
ヒンジ受け金具の長孔の隙間に完全に一致していなくても、この先端の傾斜部分が軸中心
に案内する作用があり、容易に掛け止めることができる。
【０２３３】
　遊技機Ｂ４は、前記ヒンジ受け金具の長孔は、低い位置と高い位置とから成る段差を有
し、この低い位置から前記軸部材を掛け止められ、高い位置は該軸部材の抜け止め機能を
有するものである、ことを特徴とする遊技機Ｂ１の遊技機。
　遊技機Ｂ４では、この高い位置の最奥の位置が、抜け止め具の側面により、軸部材は回
動するが、抜けない程度の外径を形成し得るようになっている。そこで、ヒンジ機構を奏
する。
【０２３４】
　遊技機Ｂ５は、前記ヒンジ受け金具は、前記長孔の高い位置に、出没自在になる抜け止
め具が設けられた抜け止め構造を有するものである、ことを特徴とする遊技機Ｂ１の遊技
機。
　遊技機Ｂ６は、前記抜け止め具は、平面視で略平行四辺形状を有する部材から成り、前
記抜け止め構造内において弾性部材で常時押圧され、前記軸部材が前記長孔内を移動する
際に出没自在に移動し、該軸部材の抜け止め機能を有する、ことを特徴とする遊技機Ｂ５
の遊技機。
　遊技機Ｂ５、遊技機Ｂ６では、抜け止め具は略並行四辺形状になるので、その斜面部分
に軸部材が当たると、この斜面部分を押圧する力は、そのまま抜け止め具を横方向への押
圧する力として作用する。そこで、抜け止め具の弾性部材に抗して、軸部材は抜け止め具
を通過して長孔の高い位置の最奥端部まで移動する。軸部材は、この抜け止め具と長孔の
最奥端部との間で、回動するが抜けない状態になる。
【０２３５】
　遊技機Ｃ
　遊技機主部（遊技機ベースユニット）は外枠に対してヒンジ機構を介して開閉可能とな
る。このヒンジ機構は、外枠に対し遊技機ベースユニットを、その開閉支点を左右方向に
変化させ、かつ遊技機ベースユニットを前方に向けて適宜に変位させながら開放するよう
に、外枠側の支持金具と、遊技機ベースユニット側の支持金具と、一端部がピンによって
外枠側の支持金具に回動可能に連結され、他端部がピンとスライド溝によって遊技機ベー
スユニット側の支持金具に回動及びスライド可能に連結された支持アームとを備えたスラ
イドヒンジ機構によって構成されている。
【０２３６】
　また、遊技機ベースユニットの自由端側には、鉤金具が設けられ、外枠の右側端部には
、受け金具から成る係止部が外枠と一体に形成されている。遊技機ベースユニットを閉止
するとき、鉤金具を外枠の受け金具に係止させ、遊技機ベースユニットを閉止することが
でき、遊技機ベースユニットが外枠に対して固定される。
【０２３７】
　遊技機、例えばパチンコ遊技機の入れ替え時には、パチンコ島内を構成する個々の取付
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枠に、パチンコ遊技機をいわゆる木枠と称される木製の外枠と共に嵌め込む。外枠の上部
に釘を２本、下部にも２本を打ち込んで固定する。なお、釘を完全に打ち込まず、釘の頭
から５～６ミリ残しておく。打ち込んだだけでは島の上部枠板と下部枠板と外枠の間に隙
間ができる。次に、釘の頭部をバールで引っ張ることにより、隙間が少なくなり固定され
る。釘の頭部を少し浮かすことによって次回の入れ替えの際に簡単に抜けるようになって
いる。その後、パチンコ遊技機について所定の傾斜を調整する。
【０２３８】
　遊技機をパチンコ島の取付枠から取り外すときは、遊技機主部を扉のように開ける。遊
技機の外枠の上部と下部から打ち込んだ釘を引き抜く。次に、パチンコ島の取付枠から遊
技機を外枠と共に外し、遊技機全体を取り外す。
【０２３９】
　このような遊技機の入れ替えに際して、遊技機の外枠における下枠部分の前面に、受け
面および当接領域を形成した保護部材を取着し得る遊技機に関する技術について、例えば
特許文献４の特開２０００－４２２２１号公報「パチンコ遊技機における外枠」が提案さ
れている。
【０２４０】
【特許文献４】特開２０００－４２２２１号公報
【０２４１】
　しかし、特許文献４の「パチンコ遊技機における外枠」では、パチンコ島の取付枠（取
付板）両側面に、遊技機の外枠側と自在に着脱する別個の枠体を更に設ける構造である。
そのために、パチンコ島の取付枠に枠体を更に設ける作業が必要になるという問題を有し
ていた。
【０２４２】
　本発明は、かかる問題点を解決するために創案されたものである。すなわち、本発明の
目的は、遊技機主部（遊技機ベースユニット）と外枠とを分離した構成にすることで、遊
技機主部をコンパクトにして容易に搬送でき、また遊技機主部を分離した外枠に迅速に取
り付け、取り外しができ、円滑に入れ替え作業ができる遊技機を提供することにある。
【０２４３】
　遊技機Ｃ１は、所定の遊技部品（遊技機ベースユニット）を含む遊技部材（遊技機主部
）が支持部材（外枠）に対して着脱可能に構成されるとともに、前記遊技部品が前記支持
部材に対して開閉可能に構成された遊技機であって、
　前記遊技部材は、
　前記支持部材に取り付けられる取付部を有し、前記支持部材に対する前記遊技部品の開
閉と同一の態様で開閉可能に設けられる取付部品を備え、
　前記取付部品に対して前記遊技部品が閉じられた状態とした遊技部材が、遊技機の正面
側を向いた状態で前記支持部材に取付可能に構成されていることを特徴とする遊技機。
　遊技機Ｃ１の発明では、遊技機主部などの遊技部材が外枠などの支持部材から分離した
構造になり、遊技部材を支持部材に装着する際に、該遊技部材に設けられた前記支持部品
を開閉可能とする開閉手段とを有する取付部材により、遊技部品が閉じられた状態の遊技
部材を、遊技機の正面側を向いた状態で支持部材に取り付けることができる。
【０２４４】
　遊技機Ｃ２は、前記取付部材は、前記遊技部材の底部において、細長い板状の一端が展
開自在になるように、その他端を該遊技部材に回動自在に軸支されたヒンジ部材であり、
該ヒンジ部材は前記支持部材に具備した係合具に係合させ、該ヒンジ部材を固定し得るよ
うに構成した、ことを特徴とする遊技機Ｃ１の遊技機。
　遊技機Ｃ３は、前記取付部材は、板状の下側ヒンジ部材と、該下側ヒンジ部材の長手方
向の一端に上方へ立ち上げた連結縦棒と、該連結縦棒の上部に上側ヒンジ部材とから成る
Ｌ字状枠部材であり、
　該下側ヒンジ部材は前記支持部材の下部に具備した係合具に係合させ、該上側ヒンジ部
材は前記支持部材の上部に具備したヒンジ受け部にそれぞれ係合させ、該Ｌ字状枠部材を



(43) JP 5772431 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

固定し得るように構成した、ことを特徴とする遊技機Ｃ１の遊技機。
【０２４５】
　遊技機Ｃ４は、前記取付部材は、板状の下側ヒンジ部材と、該下側ヒンジ部材の長手方
向の一端に上方へ立ち上げた連結縦棒と、該連結縦棒の上部に上側ヒンジ部材と、該下側
ヒンジ部材の他端に上方へ立ち上げた縦板材と、該縦板材の上部と、前記上側ヒンジ部材
とを連結する水平板材で略四角形状に構成した四角状枠部材であり、
　該下側ヒンジ部材は前記支持部材の下部に具備した係合具に係合させ、該上側ヒンジ部
材は前記支持部材の上部に具備したヒンジ受け部にそれぞれ係合させ、該四角状枠部材を
固定し得るように構成した、ことを特徴とする遊技機Ｃ１の遊技機。
　遊技機Ｃ５は、前記縦板材に、施錠装置を構成する受け金具を更に備えた、ことを特徴
とする遊技機Ｃ４の遊技機。
【０２４６】
　遊技機Ｃ１～Ｃ４の発明では、このようなヒンジ部材、Ｌ字状枠部材又は四角状枠部材
などの取付部材により、支持部材は遊技場に設置したままで、遊技部材のみを簡単かつ迅
速に交換することができる。このとき、従来のように外枠がなくても遊技部材を起立姿勢
に保持することができ、外枠がない状態でも遊技機を遊技場へ納入することができる。
【０２４７】
　また、取付部材の共通化を図ることができ、様々な機種の遊技部材に対応することがで
きる。遊技部材の取り外しには、開放操作を必須とするために、不正行為を防止する。こ
れらの取付部材を遊技部材側に組付けた状態とすることで、機種変更時にはヒンジ軸の位
置変更にも容易に対応することができる。
【０２４８】
　更に、取付部材の取り外しは、遊技部品を開放状態とし、工具を用いて、又は一部を破
壊して行う。取付部材の上側の部品が破壊されると、再度の取付が不能となり、不正の根
拠を発見しやすくなる。なお、この破壊部を有する部品のみを交換すれば、取付部材は何
回でも使用することができる。
【０２４９】
　遊技機Ｄ
　遊技機主部（遊技機ベースユニット）は外枠に対してヒンジ機構を介して開閉可能とな
る。このヒンジ機構は、外枠に対し遊技機ベースユニットを、その開閉支点を左右方向に
変化させ、かつ遊技機ベースユニットを前方に向けて適宜に変位させながら開放するよう
に、外枠側の支持金具と、遊技機ベースユニット側の支持金具と、一端部がピンによって
外枠側の支持金具に回動可能に連結され、他端部がピンとスライド溝によって遊技機ベー
スユニット側の支持金具に回動及びスライド可能に連結された支持アームとを備えたスラ
イドヒンジ機構によって構成されている。
【０２５０】
　また、遊技機ベースユニットの自由端側には、鉤金具が設けられ、外枠の右側端部には
、受け金具から成る係止部が外枠と一体に形成されている。遊技機ベースユニットを閉止
するとき、鉤金具を外枠の受け金具に係止させ、遊技機ベースユニットを閉止することが
でき、遊技機ベースユニットが外枠に対して固定される。
【０２５１】
　遊技機、例えばパチンコ遊技機の入れ替え時には、パチンコ島内を構成する個々の取付
枠に、パチンコ遊技機をいわゆる木枠と称される木製の外枠と共に嵌め込む。外枠の上部
に釘を２本、下部にも２本を打ち込んで固定する。なお、釘を完全に打ち込まず、釘の頭
から５～６ミリ残しておく。打ち込んだだけでは島の上部枠板と下部枠板と外枠の間に隙
間ができる。次に、釘の頭部をバールで引っ張ることにより、隙間が少なくなり固定され
る。釘の頭部を少し浮かすことによって次回の入れ替えの際に簡単に抜けるようになって
いる。その後、パチンコ遊技機について所定の傾斜を調整する。
【０２５２】
　このようにパチンコ遊技機に適度な傾斜を与えることにより、パチンコ遊技機における
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出球の調整を管理している。遊技盤の傾斜が少し違うだけで、大きくスタート（回転数）
に影響する。通常パチンコ遊技機は寝かした状態、即ち遊技盤の表面が上方に向いた状態
の方が回りやすい。遊技盤上での遊技球の滞留時間が長くなり、遊技盤からの入賞率が上
昇し、道釘から遊技盤へ乗る確率が増大する。
【０２５３】
　このような遊技機の入れ替えに際して、遊技盤の傾斜を調整する技術について、例えば
特許文献５の特開２００２－１５９７２２号公報「パチンコ遊技機の取付け装置」が提案
されている。
【０２５４】
【特許文献５】特開２００２－１５９７２２号公報
【０２５５】
　しかし、特許文献５の「パチンコ遊技機の取付け装置」は、パチンコ島の取付枠に、遊
技機の枠体を取り付けたものであり、その外周にねじ切りがされたボルト部と、その内周
にねじ切りがされたナット部と、から成るパチンコ遊技機の傾斜を調整する調節部材を備
えた構造である。いわゆる、ねじ式の調節部材であるために、現在の遊技機の傾斜角度を
簡単かつ迅速に判断できないという問題を有していた。例えば、多数の遊技機を入れ替え
る際に長時間を要するといおそれがあった。また、この調節部材の部品点数が多く製造コ
ストが高くなりやすいという問題を有していた。
【０２５６】
　本発明は、かかる問題点を解決するために創案されたものである。すなわち、本発明の
目的は、遊技機主部（遊技機ベースユニット）と外枠とを分離した構成にすることで、遊
技機主部をコンパクトにして容易に搬送でき、また遊技機主部を分離した外枠に迅速に取
り付け、取り外しができると共に、新台入れ替え作業の際に、遊技機の設置と遊技機の傾
斜調整を同時に完了させることができる遊技機を提供することにある。
【０２５７】
　遊技機Ｄ１は、所定の遊技部品が開閉可能に構成された遊技部材と、該遊技部材（を開
閉可能に支持する支持部材とが分離可能に構成された遊技機であって、
　前記支持部材に設けられた被取付部に、取り付けられる取付部を具備した枠部材と、
　前記遊技部材に設けられた支持部品を開閉可能とする開閉手段を有すると共に、前記取
付部を具備した枠部材に、着脱自在に取り付けられる取付部材と、
　前記支持部材と前記枠部材とに設けられた、前記取付部材をその傾斜角度を可変して装
着し得る傾斜調節構造と、を備えた、ことを特徴とする遊技機Ｄ。
　遊技機Ｄ２は、前記支持部材と前記枠部材は、該支持部材に枠部材を遊技機の正面側を
向いた状態で装着するように構成したものである、ことを特徴とする遊技機Ｄ１の遊技機
。
【０２５８】
　遊技機Ｄ１、Ｄ２では、遊技機主部などの遊技部材が外枠などの支持部材から分離した
構造になり、遊技部材を支持部材に装着する際に、該遊技部材に設けられた支持部品を開
閉可能とする開閉手段とを有する取付部材により、遊技部品が閉じられた状態の遊技部材
を、遊技機の正面側を向いた状態で支持部材に取り付けることができる。
【０２５９】
　遊技機Ｄ３は、前記傾斜調節構造は、前記支持部材と前記枠部材とに両者が嵌脱自在に
嵌合する部材を設け、
　その部材の嵌合する位置を変位することにより、前記取付部材の傾斜角度を可変して装
着し得る構成である、ことを特徴とする遊技機Ｄ１の遊技機。
　遊技機Ｄ３では、前記支持部材と枠部材とに両者が嵌脱自在に嵌合するように設けられ
た、部材の嵌合する位置を変位することにより、取付部材の傾斜角度を可変して装着し得
る構成の傾斜調節構造では、新台入れ替え作業の際に、遊技機の設置と遊技機の傾斜調整
を同時に完了させることができる。
【０２６０】
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　遊技機Ｄ４は、前記傾斜調節構造は、前記枠部材に開けた複数の嵌合孔と、
　前記支持部材に位置をずらしながら設けた、該嵌合孔に嵌脱自在に嵌合する複数の突起
と、から成り、
　その突起が嵌合孔に嵌合する位置を変位することにより、前記取付部材の傾斜角度を可
変して装着し得る構成である、ことを特徴とする遊技機Ｄ１の遊技機。
【０２６１】
　遊技機Ｄ５は、前記傾斜調節構造は、前記枠部材に位置をずらしながら開けた複数の嵌
合孔と、
　前記支持部材に設けた、該嵌合孔に嵌脱自在に嵌合する複数の突起と、から成り、
　その突起が嵌合孔に嵌合する位置を変位することにより、前記取付部材の傾斜角度を可
変して装着し得る構成である、ことを特徴とする遊技機Ｄ１の遊技機。
【０２６２】
　遊技機Ｄ４、Ｄ５では、複数の突起の位置は、１個変位すると傾斜角度が１度可変する
ように設定することにより、何番目の突起が嵌合孔に嵌合しているかを確認するだけで、
傾斜角度を容易に判別することができる。新台入れ替え作業の際に、複数の突起の位置を
予め決めておくことにより、枠部材を外枠に装着するだけで、遊技機の設置とその傾斜調
整を同時に完了させることができる。しかも、突起の位置を視認しやすいので、その遊技
機の傾斜角度を確認しながら作業することができる。
【０２６３】
　遊技機Ｅ
　遊技機、例えばパチンコ機は、遊技場に取り付ける際に釘が打ち込まれるために一部が
木製で構成された外枠を備えている。パチンコ機の入れ替え時には、遊技場のパチンコ島
内を構成する個々の取付枠に外枠を嵌め込む。そして、取付枠に対して外枠の上部の内面
から上方に向けて釘を数本上部枠板に打ち込み、同様に外枠の下部の内面から下方に向け
て釘を数本下部枠板に打ち込んで、外枠をパチンコ島の取付枠に固定する。その後に、外
枠に対して、遊技機の本体部分となる遊技機主部を取り付けると、遊技機主部が外枠に対
して前方に開閉可能な状態で取り付けられる。このような遊技機の外枠に関する技術につ
いて、例えば特許文献６の特開２０００－１５３０４５号公報「パチンコ機の外枠」が提
案されている。
【０２６４】
【特許文献６】特開２０００－１５３０４５
【０２６５】
　しかし、このような遊技機において入れ替えや点検に際して、外枠から遊技機主部を取
り外した状態とすることがあるものの、遊技機主部単体では自立させることが困難である
という問題点があった。
【０２６６】
　本発明は、上述した問題点等を解決するために創案されたものである。すなわち、本発
明の目的は、遊技機主部（遊技部材）が外枠（支持部材）から取り外された状態で起立し
易く構成された遊技機を提供することにある。
　遊技機Ｅ１は、所定の遊技部品を含む遊技部材が支持部材に対して着脱可能に構成され
るとともに、前記遊技部品が前記支持部材に対して開閉可能に構成された遊技機であって
、
　前記遊技部材の少なくとも一端部には、
　前記支持部材に取り付けられる取付部を有し、前記支持部材に対する前記遊技部品の開
閉と同一の態様で開閉可能に設けられるとともに、前記遊技部品に対して閉鎖状態より開
放状態とした場合に前記遊技部品の後方に突出した状態とされる取付部品が設けられ、
　前記遊技部材は、前記遊技部品に対して前記取付部品を閉鎖状態から開放状態とするこ
とによって起立し易く構成されている、ことを特徴とする遊技機。
【０２６７】
　遊技機Ｅ１によれば、遊技部材に設けられる取付部品は、その取付部が支持部材に取り



(46) JP 5772431 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

付けられ、支持部材に対する遊技部品の開閉と同一の態様で開閉可能に設けられる。この
ため、遊技部材が支持部材に取り付けられた状態においては、取付部品が支持部材に固定
された状態となって、取付部品および支持部材に対して遊技部品が開閉可能となる。
【０２６８】
　また、遊技部材の少なくとも一端部に設けられる取付部品は、遊技部品に対して閉鎖状
態より開放状態とした場合に遊技部品の後方に突出した状態とされる。この状態において
は、遊技部材を支持する箇所が前後に離間した状態となるため、遊技部材が支持部材から
取り外された状態で起立し易くなる。よって、支持部材から取り外した状態の遊技部材が
不用意に倒れるおそれが少なくなり、遊技場での遊技機入れ替え作業や点検作業、または
工場での遊技機製造途中において遊技部材の仮置きを容易にしたり、複数並べて保管する
際にも安定した状態で容易に保管することができる。
【０２６９】
　ここで、遊技機Ｅ１において、遊技部材の少なくとも一端部に取付部品が設けられると
は、取付部品の少なくとも一部が遊技部材の少なくとも一端部に位置することを意味し、
取付部品が遊技部材の一端部側にのみ位置する大きさであっても、取付部品が遊技部品の
一端部から他端部にわたる遊技部品と同等の長さまたは大きさを有するものであっても良
い。また、遊技部材の少なくとも一端部とは、遊技部材の下端部に限らず上端部であって
も良く、遊技部材の上端部の場合において遊技部材が起立する態様としては遊技部材の上
部を下側にして逆向きに起立する態様であっても良い。
【０２７０】
　また、遊技機Ｅ１において、支持部材に対する遊技部品の開閉と同一の態様で開閉可能
に設けられるとは、支持部材に対する遊技部品の開閉と、取付部品に対する遊技部品の開
閉とが、同一の開閉軸を中心として開閉する態様はもちろん、複数の軸を支点としたリン
ク機構を伴う開閉構造において支持部材に対する遊技部品の開閉と、取付部品に対する遊
技部品の開閉とが同一の態様で行われるものを含む。
【０２７１】
　また、遊技機Ｅ１において、遊技部材は、遊技部品に対して取付部品を閉鎖状態から開
放状態とすることによって起立し易く構成されているとは、取付部品を閉鎖状態としてい
るときには遊技部材が起立せず、取付部材を開放状態とすることで起立可能となる構成は
もちろん、取付部品を閉鎖状態としているときと開放状態としているときとの両状態にお
いて遊技部材が起立しないもの、および、両状態において遊技部材が起立するものも含ま
れる。上記両状態において遊技部材が起立しないものにおいては、閉鎖状態より開閉状態
とした方が、取付部品の一端部を下側にして起立させつつ遊技部品の後方を支持した場合
の支持力が弱いことを意味する。一方、上記両状態において遊技部材が起立するものにお
いては、閉鎖状態より開閉状態とした方が、取付部品の一端部を下側にして起立させ、遊
技部品の後方へ力を加えた場合に、倒すために必要な力が大きいことを意味する。
【０２７２】
　なお、遊技機Ｅ１における各構成と上記実施形態との対応は、所定の遊技部品として例
えば遊技機ベースユニット２２が該当し、遊技部材としては例えば遊技機主部２１が該当
し、支持部材としては例えば外枠１１が該当し、取付部品としては例えばヒンジ部材２２
０１、Ｌ字状枠部材２２２１および四角状枠部材２２４１，２２５１等が該当し、取付部
としては例えば係合横穴２２０２、嵌合孔２２０５等が該当する。
【０２７３】
　遊技機Ｅ２は、前記支持部材に対して遊技部品を施錠し、所定の開錠操作によって開放
可能な状態とする施錠手段と、
　前記遊技部品に対して前記取付部品を開放方向に付勢する付勢手段と、
　該付勢手段によって開放方向に付勢されると共に前記閉鎖状態とされた前記取付部品を
前記閉鎖状態に維持し、前記所定の開錠操作が行なわれた場合に前記閉鎖状態を解除可能
な閉鎖手段とを備え、
　前記付勢手段は、前記所定の開錠操作によって前記取付部品に対して前記遊技部品を開
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放する付勢力を生じさせる、ことを特徴とする遊技機Ｅ１の遊技機。
【０２７４】
　遊技機Ｅ２では、付勢手段によって遊技部品に対して取付部品が開放方向に付勢されて
いるので、取付部品を開放状態に容易に維持することができ、支持部材から取り外された
状態の遊技部材を安定して起立状態とすることができる。
【０２７５】
　また、付勢手段によって開放方向に付勢される取付部品が閉鎖手段によって閉鎖状態に
維持することができるので、取付部品を閉鎖状態にして遊技部材を支持部材に取り付ける
作業を簡易に行うことができる。
【０２７６】
　さらに、閉鎖手段によって閉鎖状態とされた取付部品は、支持部材に対して遊技部品を
開放させる際に行われる所定の開錠操作によって閉鎖状態が解除される。このため、遊技
部材が支持部材に取り付けられた状態においては、所定の開錠操作を行うだけで、支持部
材に対しての遊技部品の施錠状態と、取付部品と遊技部品との閉鎖状態とが同時に解除さ
れる。よって、従来と同様の開錠操作によって遊技部品を開放することができるので、取
付部品の閉鎖機構を追加しても遊技場における作業性を複雑にしないで従来どおりとする
ことができる。
【０２７７】
　しかも、支持部材に遊技部材が取り付けられた状態においては、遊技部品を開放させる
方向に付勢手段の付勢力が作用するため、遊技部品の開放初期における操作が容易になる
。よって、遊技部品に大型の表示装置が設けられるなどして遊技部品の重量が重くなった
としても比較的容易に開放操作を行うことができる。
【０２７８】
　なお、遊技機Ｅ２における各構成と上記実施形態との対応は、施錠手段としては例えば
施錠装置３１が該当し、付勢手段としては例えば回動弾性部材２２１６が該当し、閉鎖手
段としては例えば鉤金具３３が該当する。
【０２７９】
　なお、遊技機Ｅ２における各構成と上記実施形態との対応は、施錠手段としては例えば
施錠装置３１が該当し、付勢手段としては例えば回動弾性部材２２１６が該当し、閉鎖手
段としては例えば鉤金具３３が該当する。
【０２８０】
　遊技機Ｅ３は、所定の遊技部品を含む遊技部材が支持部材に対して着脱可能に構成され
るとともに、前記遊技部品が前記支持部材に対して開閉可能に構成された遊技機であって
、
　前記遊技部材の少なくとも一端部には、
　前記支持部材に取り付けられる取付部を有し、前記支持部材に対する前記遊技部品の開
閉と同一の態様で開閉可能に設けられるとともに、前記遊技部品に対して閉鎖状態より開
放状態とした場合に前記遊技部品の後方に突出した状態とされる取付部品が２箇所設けら
れ、前記遊技部材は、前記遊技部品に対して前記２箇所の何れかの取付部品を閉鎖状態か
ら開放状態とすることによって起立し易く構成されている、ことを特徴とする遊技機。
【０２８１】
３８
　遊技機Ｅ３によれば、遊技部材が支持部材から取り外された状態で起立し易くなる。
　例えば、遊技部材の下部と上部の２カ所に取付部品を展開自在に構成したものでは、島
に設置する際又は輸送の際に、支持部材から取り外された遊技部材について、下部に設け
た取付部品を展開させて起立させることができる。
　また、支持部材から取り外された遊技部材が上下逆に取り扱われる際でも、この上部に
設けた取付部品を展開させて起立させることができ、遊技部材が上下何れの状態にあって
も起立させることができる。
【０２８２】
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　遊技機Ｅ４は、前記支持部材に対して前記遊技部品を施錠し、又は解錠操作によって開
放すると同時に、前記取付部品も開放状態又は閉鎖状態にする施錠手段を備えた、ことを
特徴とする遊技機Ｅ３の遊技機。
【０２８３】
　遊技機Ｅ４によれば、シリンダ錠に鍵を差し込み、左又は右に回転させることにより、
遊技部品を支持部材に施錠又は解錠する際に、同時に２カ所に設けた取付部品の両者にも
施錠又は解錠することができる。
【０２８４】
　遊技機１０、Ａ１～Ａ９、Ｂ１～Ｂ６、Ｃ１～Ｃ５、Ｄ１～Ｄ５、Ｅ１～Ｅ４のいずれ
かにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機であることを特徴とする遊技機である。中でも
、パチンコ遊技機の基本構成としては操作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応
じて球を所定の遊技領域へ発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入
賞（又は作動口を通過）することを必要条件として、表示装置において動的表示されてい
る識別情報が所定時間後に確定停止されるものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生
時には、遊技領域内の所定の位置に配設された可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様
で開放されて球を入賞可能とし、その入賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁
気カードヘ書き込まれるデータ等も含む）が付与されるものが挙げられる。
【０２８５】
　遊技機１０、Ａ１～Ａ９、Ｂ１～Ｂ６、Ｃ１～Ｃ５、Ｄ１～Ｄ５、Ｅ１～Ｅ４のいずれ
かにおいて、前記遊技機はスロットマシンであることを特徴とする遊技機である。中でも
、スロットマシンの基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示
した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバ
ー）の操作に起因して識別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（ストップボタン
）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止
され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に
有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。この
場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。
【０２８６】
　遊技機１０、Ａ１～Ａ９、Ｂ１～Ｂ６、Ｃ１～Ｃ５、Ｄ１～Ｄ５、Ｅ１～Ｅ４のいずれ
かにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機とスロットマシンとを融合させたものであるこ
とを特徴とする遊技機である。中でも、融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の
識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を
備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され
、停止用操作手投（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過す
ることにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情
報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態
発生手段とを備え、遊技媒体として球を使用すると共に、前記識別情報の動的表示の開始
に際しては所定数の球を必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出され
るように構成されている遊技機」となる。
【産業上の利用可能性】
【０２８７】
　本発明の遊技機は、主にパチンコ機の遊技機に利用することができるが、外枠等の枠状
部材を有する構成の遊技機であれば、パチンコ機以外の様々な遊技機に利用することがで
きる。
【符号の説明】
【０２８８】
　　１０　遊技機としてのパチンコ機
　　１１　外枠
　　１７　上側支持金具
　　２１　遊技機主部
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　　２２　遊技機ベースユニット
２２６１　下固定ヒンジ部材
２２６２　上固定ヒンジ部材
２２６３　係合孔
２２６４　係合金具
　　２３　遊技機前面体としての遊技機前面ユニット
３１０１　施錠装置
　３２ａ　第１可動部
　　３４　受け金具
　　６１　遊技盤
　　６２　開放入球部としての一般入賞口
　　６３　開閉入球部としての可変入賞装置
　６３ａ　開閉手段としての開閉扉
　　６４　開放入球部としての上作動口
　　６５　開閉入球部としての下作動口
　６５ａ　開閉手段としての電動役物
　　７１　図柄表示装置
　　８０　遊技球発射機構
　　８４　遊技球発射ハンドル
　　９１　窓パネル部
　　９５　第１膨出部
　９５ａ　外側貯留部としての上皿
　９５ｂ　貯留部
　９５ｃ　ねじボス
　９５ｄ　周縁
　９５ｅ  反し部
　９６ａ　外側貯留部としての下皿
　１０３　音声ランプ制御装置
　１０７　主制御装置
　１３２　内側貯留部としてのタンク
　１３５　払出装置
　１４６　払出制御装置
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